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委 託 仕 様 書 

 

１ 委託業務の件名 

   TOKYO DIGICONX 2027（第４回 TOKYO XR・メタバース＆コンテンツビジネスワールド）

企画・運営等に係る業務委託 

 

２ 契約期間 

  契約確定日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  ＸＲ・メタバース等産業展実行委員会が指定する場所 

 

４ 事業目的 

  ＸＲ・メタバース等産業展実行委員会（以下、「実行委員会」という。）は、デジタル

空間の利用拡大等を契機に、東京が強みを持つコンテンツ産業の振興を図ることで、都

内経済の活性化を図るとともに、産業のすそ野拡大や新たなクリエイターの育成につな

げていくことを目的とし、ＸＲ・メタバース関連やコンテンツ等の多様な事業者が一同

に会し、業務提携等によるビジネスの拡大や販路開拓等の商談等を行う場となる TOKYO 

DIGICONX 2027（第４回 TOKYO XR・メタバース＆コンテンツビジネスワールド）（以下、

「展示会」という。）を開催する。 

  本委託では、展示会の周知、出展企業の確保、展示会の企画・運営、実行委員会との

調整等を行っていくものとする。 

 

５ 委託内容 

別添「委託詳細」のとおり 

 

６ 納入物件 

（１）業務計画書（基本計画書・実施スケジュール・広報戦略） 

（２）展示会の全体計画書 

（３）事業ホームページに係る電子データ（ＤＶＤ－Ｒ） 

（４）展示会周知に使用した広報物 

（５）出展者向け事前説明会実施時資料 

（６）展示会企画詳細書・運営マニュアル 

（７）展示会リーフレット 

（８）展示会実施結果に係る分析・報告書 

（９）実行委員会及び事務局議事録 
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（10）別紙２「電子情報処理委託に係る特記仕様書」において定めるもの 

（11）来場者・出展企業等へのアンケート様式及び実績報告書 

（12）その他実行委員会が必要と認めるもの 

 ＜提出について＞ 

・提出期日は仕様書に特段の定めのあるものを除き、各年度末の最終開庁日とする。 

・（４）以外についても、紙資料の他に電子データ（ＤＶＤ－Ｒ等）を提出すること。 

 

７ 作成物の帰属等 

（１）本委託契約により作成した成果物の著作権、版権等についての一切の権利は実行委

員会に帰属する。ただし、本委託契約により作成した成果物において、受託者が従前

から有していた著作物及び第三者が権利を有するパッケージソフト等の著作権は、受

託者または当該第三者に保留されるものとする。 

（２）本事業の遂行に当たって第三者の著作権等に抵触するもの及び抵触する恐れのある

ものについては、受託者の責任と費用により適正に処理するものとし、成果物は著作

権等について処理済のものを使用する。なお、著作者人格権は行使しないものとする

こと。 

（３）本業務に当たり、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申し立て

を受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用により適正

に処理するものとする。 

（４）その他、本契約に係る知的財産の取扱いについて必要があるときは、協議のうえ、

定める。 

 

８ 貸与物品等の取扱い 

（１）委託業務を行うために必要となる実行委員会保有の資料等については、必要の都度、

受託者に貸与する。 

（２）受託者はその貸与品について、善良な管理者としての注意義務を持って適正に保管

及び管理しなければならない。 

（３）受託者は、貸与品である文書、物品及びデータ等について実行委員会から返還の指

示があった場合、必要がなくなった場合又は契約が終了した時は、速やかに実行委員

会に返還しなければならない。 

 

９ 企画提案書の取扱い 

本委託契約の締結に先立ち提出された「企画提案書」は、本仕様書の付属書類として契

約を構成する文書の一部とし、本委託の対象業務に含むものとする。ただし、当該企画提

案書に記載された個々の提案内容の採用の可否又は項目の追加、変更若しくは削除につ

いては、実行委員会と協議して決定する。 
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10 個人情報の取扱い 

  受託者は、別紙１「個人情報に関する特記仕様」に準じ、遵守すること。 

 

11 秘密情報の取扱い 

  受託者は、出展事業者等に関する情報（以下、「秘密情報」という。）については、以

下のとおり取り扱う。 

（１）受託者は、秘密情報について、当該業務の遂行の目的のみに利用するものとし、そ

れ以外の目的に利用してはならない。 

（２）受託者は、実行委員会が事前に書面により承諾した場合を除き、秘密情報の全部又

は一部の複写又は複製を行ってはならない。 

（３）受託者は、本業務を遂行するにあたり、秘密情報について厳格に管理し、秘密情報

を知る必要のある者以外に開示してはならない。 

（４）受託者は、秘密情報の目的外の仕様、紛失、廃棄、漏洩等の危険に対して、実行委

員会の指定等に従った対策を取らなければならない。 

（５）受託者は、前号の対策に加え、自己の責任において合理的な安全対策を講じ、秘密

情報を知る必要のある者以外の者が参照、複製等の利用ができないよう、適正に保管

しなければならない。  

（６）受託者は、秘密情報について、本業務を完了したとき及び実行委員会が指定した場

合は、直ちに秘密情報を廃棄又は消去しなければならない。 

 

12 再委託の取り扱い 

（１）本委託業務は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはなら

ない。ただし、予め書面により、実行委員会の承認を得たときにはこの限りではない。 

（２）この仕様書に定める事項については、受託者と同様に再委託先においても遵守する

ものとし、受託者は再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。 

（３）本委託業務等の再委託先である協力会社は、都の競争入札参加資格者である場合、

指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。 

 

13 不正な利益供与等の禁止 

（１）受託者は、本契約に関し、国内外問わず、何人に対しても、自ら又は第三者を通じ

て、営業上の不正の利益を得る目的で、金銭、接待、贈答その他名目を問わず、何ら

かの利益を供与し、又はその約束若しくは申込み等をしていないことを表明保証し、

将来にわたりしないことを誓約する。 

（２）実行委員会は、受託者が前項の規定に違反した場合、相手方に催告をすることなく

直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（３）実行委員会は、受託者が（１）の規定に違反している懸念が生じた場合は、随時調
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査を実施し、相手方に対して調査への協力及び資料の提出を求めることができる。こ

の場合において、相手方は、調査に合理的な範囲で協力し、その範囲内で要請を受け

た資料を提出しなければならない。 

（４）受託者は、（１）に違反した場合、直ちに実行委員会に通知しなければならない。 

（５）受託者が（１）に違反したこと、又は（１）に違反している懸念が生じ、それにより

本契約を継続しがたい状況が生じたことが原因で実行委員会が本契約を解除したとき、

実行委員会は、当該解除により受託者に生じたいかなる損害の賠償義務も負わないも

のとする。 

（６）本条は、契約の終了後も引き続き３年間効力を有するものとする。 

 

14 委託料の支払方法 

契約金額は、委託業務完了後に支払うものとする。 

 

15 その他 

（１）本委託業務の実施に当たっては、条例、規則、関係法令等を遵守すること。 

（２）受託者は、本委託契約の実施に当たり、本業務の内容を理解し、業務・技術に関す

る十分な知識及び経験を有する要員を確保すること。また、作業日程及び業務の適切

な遂行を図るために必要な事項については、適宜実行委員会と協議すること。 

（３）受託者は、本事業により知り得た内容を本事業の目的外において第三者に提供して 

はならない。本契約終了後も同様とする。 

（４）受託者は、本事業を自己の責任において行うこととし、被った損害について実行委

員会に対して賠償を請求しない。また、受託者は、本事業の実施にあたり、故意又は過

失により実行委員会又は出展者事業者等に損害を与えたときは、自身の責任で賠償する。 

（５）本委託仕様書に定める事項のほか、別紙２「電子情報処理委託に係る特記仕様書」

を遵守すること。 

（６）本委託仕様書の内容に疑義が生じた場合及び記載のない事項については、その都度

実行委員会側と協議のうえ、処理するものとする。 

（７）電力需給ひっ迫に伴い節電等が求められた場合に備えて、装飾等の一部照明を消灯

できる設計（展示会等の運営に必要不可欠な設備は除く）やＬＥＤを活用するなどの

会場設備の設計、体制の整備等を行うこと。 

 

16 連絡先 

  ＸＲ・メタバース等産業展実行委員会事務局 

（東京都産業労働局商工部経営支援課内） 電 話：03-5320-4887 
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別添 

委 託 詳 細 

 

１ 展示会開催概要 

（１）日程及び開催場所（予定） 

   【設  営】令和９年１月１１日（月曜日）及び１２日（火曜日）の２日間 

   【会  期】令和９年１月１３日（水曜日）から１月１５日（金曜日）の３日間 

         ※開催時間は、実行委員会と協議のうえ、決定する。 

   【場  所】有明 GYM-EX 

（東京都江東区有明１丁目１０−１） 

※施設利用料（電気・空調・通信回線等の料金を除く）は実行委員会が

負担する 

（２）展示会主構成 

展示会は、展示会・商談会、ピッチイベント、セミナー・ワークショップ、参加型体

験企画の４項目から主に構成されるものとする。 

 

２ 委託概要 

  本委託は、展示会の開催にあたり、必要となる以下の業務等を委託するものである。 

  ◆業務の進行管理 

   〇実施運営体制の整備 

 〇基本計画・実施スケジュールの作成 

〇実行委員会の運営補助 

 ◆展示会の広報・ＰＲ活動及び出展企業の確保 

〇広報媒体の作成及びＰＲ計画・展開 

〇出展企業の確保 

   〇プレイベントの実施 

   〇出展申請受付  

  ◆展示会の企画・運営 

   〇全体企画・運営 

〇展示・商談会 

   〇ピッチイベント 

   〇セミナー・ワークショップ 

   〇参加型体験企画 
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募集・事前審査 

３ 業務スケジュール（案）  

業務項目／月 ６月～７月 ８月～９月 10月～11月 12月～1 月 ２月～３月 

実施運営体制の 

整備 

 

     

基本計画・実施スケ

ジュールの作成 

 

     

実行委員会の 

運営補助 

 

     

広報媒体の作成 

及びＰＲ計画・展開 

 

     

出展企業の確保 

 

 

     

プレイベントの 

実施 

 

     

出展申請受付 

 

 

     

全体企画・運営 

 

 

     

展示・商談会 

 

 

     

ピッチイベント 

 

 

     

セミナー・ワークシ

ョップ 

 

     

参加型体験企画 

 

 

     

 

１１月下旬頃を想定 

企画・調整 

企画・調整 募集・事前審査 

企画・調整 

企画・調整 

企画・調整 

出展者向け事前説明会 

出展者フォロー 
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４ 業務内容詳細 

◆業務の進行管理 

（１）事業運営体制の整備 

   受託者は、本事業の企画・運営を効果的に行うため、業務の履行に必要な人員を確

保し、ＸＲ・メタバース等産業展運営事務局（以下、「運営事務局」という。）を設置

するとともに、「【様式１】事業運営体制申請書」を作成のうえ、提出すること。 

また、出展者（検討者含む）、来場者及びメディア等に対する本事業の問い合わせ窓

口を設け、本事業専用の電話回線１つ以上、メールアドレス１つ以上を用意し、外部問

合わせに対して常時対応できる体制を整備すること。対応記録も作成し、週１回の定例

ミーティングにて状況を報告すること。 

 

（２）基本計画・実施スケジュールの作成 

ア 基本計画・方針等の作成 

     受託者は、本業務全体の運営に係る基本的な考え方・方針を定めるとともに、

事業目的及び別表１の指標達成に向けた実施計画を策定し、契約締結後、速やか

に実行委員会の承認を得ること。 

イ スケジュール作成 

契約確定後から契約期間終了までの業務スケジュールを作成し、契約締結後、

速やかに実行委員会の承認を得ること。 

ウ 業務の進行管理 

     実行委員会の承認を得た実施計画を具体化し、スケジュールに基づき、効率的

に業務を遂行するための進行管理を行うこと。なお、受託期間中、週に１回程度、

定例ミーティングを開催し、進捗の報告や検討事項を実行委員会へ報告・提案し、

指示を仰ぐこと。また、定例ミーティングの前日までに議事及び資料を提出し、

実施後は速やかに議事録を作成のうえ、実行委員会へ提出すること。 

 

（３）実行委員会の運営補助 

   受託者は、実行委員会の開催にあたり、各委員との日程調整・開催連絡・資料の作

成補助や送付等を行うこと。また、実行委員会が指定する実行委員会に事務局補助と

して参加し議事作成等を行い、委員会終了後も各委員に対して議事や委員からの要望

を受けた各種対応等を行うこと。 

 

◆展示会の広報・ＰＲ活動及び出展企業の確保 

（４）広報媒体の作成及びＰＲ計画・展開 

   受託者は、以下の方策等を駆使して、出展企業・来場者に本事業の周知を行うこと。 

   ア 展示会キャッチコピーの提案 

展示会のイベントコンセプトを「デジタルコンテンツ×AI」に設定する。受託者

は、イベントコンセプトに沿ったキャッチコピーを３案程度提案すること。キャッ

チコピーは、本イベントの目的や対象を明確にすると共に、参加メリット・限定感

を訴求する内容とすること。提案内容については、意匠権・著作権・商標権等他者
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の権利を侵害していないことを確認すること。なお、展示会キャッチコピーの最終

的な決定は、実行委員会と協議のうえ、決定すること。 

   イ 展示会のキービジュアルの作成 

受託者は、イベントコンセプト及びイベントキャッチコピーを考慮し、先端技術

やコンテンツ分野を扱う展示会に相応しいキービジュアルを３通り考案し、提案す

ること。うち１つ以上はイラスト調とし、展示会へ誘うイメージを想起させるもの

とすること。提案内容については、意匠権・著作権・商標権等他者の権利を侵害し

ていないことを確認すること。なお、キービジュアルの最終的な決定は、実行委員

会と協議のうえ、決定すること。 

ウ 広報戦略の策定 

より多くの関連事業者や都民等が展示会に関心を持ち、参加するよう、過年度

実績を分析の上、訴求対象、広報手法、時期等を十分検討した広報戦略を策定し、

実行委員会の承認を得ること。広報戦略は、ＸＲ・メタバース等関連の出展企業・

来場者を中心とした訴求だけでなく、ＸＲ・メタバース等への参入・活用・関心を

抱く事業者及び一般都民にも訴求を行い、各種メディアにおいて幅広く取り上げ

られ、パブリシティ効果の高いものとなるよう工夫すること。 

エ ホームページの構築・運営 

     公式ＷＥＢサイト（https://xr-meta-biz.tokyo/【ドメイン取得済み】）につい

て、前年度運営事業者から引き継ぎのうえ、令和８年度開催に関する案内・内容

を実行委員会指定の期日までに、作成・公開し、令和９年３月 31日まで運用する

こと（パソコンに加えてスマートフォン、タブレットからの閲覧を可能とするこ

と）。 

受託者は、現行のホームページを分析した上で、コンテンツ、構成、機能、掲載

項目、掲載情報を整理し、ユーザーが利用しやすいサイトとなるように必要な改

修を行うこと。また、ＳＥＯ対策を行い、検索されやすいサイトとすること。デザ

インについては、アで作成したキービジュアルを使用すること。 

また、受託者は、一般的な検索エンジンが提供するアクセス集計サービスを利

用し、アクセスデータの集計を行うこと。アクセス状況を踏まえた上で、アクセ

スを増やすために有効な手法を助言、提示するとともに、実行委員会の承認を得

た上で、必要な作業を行うこと。加えて、上記の集計及び分析結果を任意の様式

により、簡潔明瞭な（グラフ化など）資料にて実行委員会に報告を行うこと。報告

時期については別途実行委員会と協議し、決定すること。アクセス分析に使うソ

フトは「GA（グーグルアナリティクス）」を基本とするが、それ以外の場合は同等

の分析ができるものを使用すること。 

さらに、サイト維持に当たっては、受託者の経費及び責任において必要なサー

バを調達のうえ、構築・運営するとともに、別紙１「個人情報に関する特記仕様」

及び別紙２「電子情報処理委託に係る特記仕様書」を順守すること。 

なお、本契約終了後、翌年度のホームページの運営については、実行委員会と

別途調整・契約のうえ、原則運営を行い、次期運営事業者決定後に必要な引継ぎ

を行うこと。 

https://xr-meta-biz.tokyo/
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【本サイトの条件】 

    ａ サーバスペック 

      ＣＰＵ４コア以上、メモリ８ＧＢ以上、ディスク容量 100ＧＢ以上の要件を

満たすこと。 

ｂ ＯＳ 

      商用で販売されている製品であり、パッチプログラムの速やかな提供など、委

託期間を通してメーカーから責任あるサポートを受けられるものであること。 

ｃ ウィルスチェック及びウィルスソフト定義ファイル更新 

      サーバには、最新のウィルスや不正アクセスのプログラムによる侵入を監視

し、遮断・駆除等の適切な対応ができるウィルス対策ソフトを導入し、常に最

新の定義ファイルに更新すること。 

ｄ 暗号化通信設定 

(ａ) ウェブサイトは常時ＳＳＬ化するものとし、ＳＳＬサーバ証明書（ＤＶ認

証）を取得し、必要な設定作業を行うこと。 

(ｂ) サーバへのリモート保守を行う場合は、SSH等で暗号化通信を徹底すること。  

ｅ アクセス制御 

      アクセス元ＩＰアドレスによるアクセス制限を設定可能とすること。 

ｆ バックアップ 

      サーバ内のデータを常時バックアップし、必要に応じてリストアできる機能

を設定すること。 

ｇ データ転送量 

       データ転送量は無制限とすること。 

ｈ 施設要件 

(ａ) 耐震・防火・空調設備の整ったデータセンター内等に設置され、安定し

た設備環境が確保されていること。 

(ｂ) サーバの設置場所は、適切な入退室管理が行われており、許可されたも 

の以外の入室ができない措置がとられていること。 

     ｉ 点検・保守 

本サイトを構成するサーバ等の機器等について、システムの稼働状況やサー

ビス状況、不具合や異常、不正アクセスやマルウェア感染及びそれらの兆候等

をチェックする検査を月に１回以上定期的に実施すること。 

ｊ セキュリティ対策 

本サイトを不正アクセスやマルウェア感染等から守るため、脆弱性等のセ  

ュリティ情報を入手し、サーバ等に対して、セキュリティ監視、最新パターン

ファイルへの更新、パッチプログラム適用、バージョンアップなど、遅滞なく

必要な対策を講じること。 

K 対応ブラウザ等 

Chrome、Edge、Safari、Firefoxの最新バージョンで表示チェックを行い、

正常に表示できる状況を確認すること。また、別紙３「東京都公式ホームペ

ージ作成に関する統一基準（令和５年４月）」を遵守すること 
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L 対応言語 

原則、日本語、英語の２か国語に対応したページ作成を行うとともに各種

登録フォームについても日本語、英語に対応したものとすること。なお、出

展者が用意する商材等はその限りではない。 

   オ ＳＮＳ 

     展示会公式ＳＮＳ【Ｘ（旧 Twitter）、Facebook、Instagram 等】を前年度運営

事業者から引き継ぎ、実行委員会の承認を受けた広報戦略に基づく頻度により、

各種告知や募集、企画内容等のＰＲに努めること。また、公式のハッシュタグを

指定し、参加者等に活用を促す等、積極的なＰＲを実施すること。特にＸについ

ては、展示会や出展企業等を周知するためのリポストキャンペーンを実行委員会

に複数回提案のうえ、実施すること。必要な景品については受託者が用意するこ

と。 

受託者は、ＳＮＳの効果測定を行い、適宜運用の改善を図ること。なお、測定

の頻度・時期については、実行委員会に協議の上、決定すること。 

   カ プレスリリース 

     受託者は、関連事業者や都民に対して本展示会を広く周知できるように、展示

会開催公表時・プレイベントの開催概要公表時・展示会出展事業者募集時・企画

詳細公表時・実施結果公表時等の機会において、受託者（自社）による媒体また

は実行委員会が指定する媒体等を通じて５回程度プレスを行うこと。 

     なお、告知日時や内容は、実行委員会と協議し、承認を得た上で実施すること。 

     実行委員会又は都が報道関係者等へ取材案内を行う際は、別途受託者からも本

展示会を広報展開しえるメディアリストを実行委員会に提出し、取材案内を依頼

すること。また、実行委員会又は都がプレスや取材案内を行う際は、関係者から

の情報や素材の収集・提供など、資料作成に協力すること。取材案内時には、プ

レスの整理等にスタッフを配置すること。 

   キ ポスター・リーフレット等 

本展示会の効果的な広報を目的として、費用対効果等も勘案しながら、展示会

周知ポスター・リーフレットを作成し、多様な来場者があるように配布を行うこ

と。デザイン案については２案以上提示するほか、作成部数や配布先についても

実行委員会の承認を得て実施すること。また、出展が決定した企業にもリーフレ

ット等を配布し、取引先にも周知してもらうよう働きかけること。 

   ク ＰＲ動画の制作・放映 

展示会の認知度向上、集客を図るためのＰＲ動画（15～30 秒）を制作し、街頭

ビジョンや様々な施設に設置されるデジタルサイネージ、動画サイトにおける広

告など、効果的な媒体を活用し、放映すること。なお、ＰＲ動画の内容、放映・

配信媒体、放映期間については、実行委員会に協議すること。 

ケ ＷＥＢ広告 

  インターネットなどを活用し、リスティング広告やディスプレイ広告、ＳＮＳ広

告などを複数回行うこと。実施に当たっては、事前に実行委員会の承認を得るこ

と。また、ＷＥＢ広告の成果（アクセス数）については都度分析を行い、実行委員

会と協議のうえ、必要があれば軌道修正を行うこと。広告展開終了後、実行委員会
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に実績報告を行うこと。 

コ 公式アンバサダーの活用 

展示会の開催・実施内容の PR を目的に、公式アンバサダーを活用した施策を行

うこととし、候補者を実行委員会に提案すること。候補者については、来場促進に

寄与し、展示会当日にパフォーマンス等のステージイベントの実施が可能な人物等

を３者以上提案すること。また、実行委員会からアンバサダー候補の追加依頼があ

った場合、その候補も追加すること。提案後、公式アンバサダーとして２者選任す

ることとする。ただし、選任するアンバサダーについては、実行委員会と協議のう

え、決定することとする。 

サ メディアパートナー 

      本展示会のメディア支援をするパートナーを２社程度提案し、実行委員会の了

承を得た上で、展示会のＰＲを実施すること。メディアパートナーの媒体（テレ

ビ、新聞、雑誌、オンライン等）は問わないものとする。また、後述するピッチイ

ベントの優勝者のＰＲも行うこととする。 

シ 展示会関連者への広報の働きかけ 

  出展者、ステージ登壇者及びアンバサダー等に対し、各自が保有するＳＮＳ等に

おいて当展示会のＰＲについて発信してもらえるように働きかけをすること。その

際には、必要な情報素材を合わせて提供すること。 

ス 過年度展示会来場者への周知 

  受託者は、実行委員会から過年度に来場者の情報をもらい受け、過年度来場者に

対して複数回メールにてイベント案内を送付すること。 

セ 来場者登録の進捗管理 

受託者は、来場者登録数を日毎に集計し、実行委員会に報告すること。来場者登

録数が計画よりも伸びない場合などは、進捗に応じて追加の広報策を検討し、実行

委員会に協議の上で、実施すること。 

ソ その他 

     その他効果的な広報・ＰＲ活動を実行委員会に提案すること。また、本展示会

と同時期に開催が予定されている他のイベント等と連携して一層の集客を図るこ

と。その際は、他のイベント主催者等との調整を行うこと。 

  

（５）出展企業の確保 

   受託者は、以下の方策等を駆使して、本展示会に出展するフリーランス・スタート

アップ（以下、「ＳＵ」という。）・中小企業等（詳細は「（７）出展申請受付」を参

照）を発掘すること。発掘に際し、出展営業計画リストを作成し、週次の定例ミーテ

ィングで営業状況を実行委員会に報告すること。出展営業計画リストは、実行委員会

の指示を仰ぎながら、随時更新していくこと。 

   ア 出展者募集チラシによる周知 

     多くの出展企業を確保するべく、費用対効果等も勘案しながら、出展者募集チ

ラシ及びチラシ配布先リストを作成すること。配布先は、実行委員会と協議のう

え、多様な企業からの申請があるように独自のルーツを活用しつつフリーランス・
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ＳＵ・中小企業を中心とするだけでなく、関連団体、インキュベーション施設、

大学、大企業等も含め 30,000部以上配布を行うこと。なお、チラシのデザイン案

については２案以上提示した上で、実行委員会の判断を仰ぐこと。 

また、実行委員会から別途、（公財）東京都中小企業振興公社が発行する広報

誌「Tokyo BizBeat」等へ、印刷物等の封入の依頼があった場合には、その指示に

従うこと。 

   イ 関連産業系媒体への周知 

ＸＲ、メタバース、ＡＩ、Web3、コンテンツ等の関連産業系媒体のうち、費用対

効果等を勘案しながら、宣伝効果が高い媒体に対して記事掲載等をすること。な

お、周知については、実行委員会の承認を得て実施すること。 

   ウ 関連団体・施設・企業等への営業 

     受託者は、独自のルートを活用して関連団体、インキュベーション施設、大企

業、大学及び金融機関等から５箇所程度、直接的に本展示会の周知を行い、各機

関が支援するフリーランス・ＳＵ・中小企業の紹介を受け、直接的に本展示会へ

の出展を促すことで出展企業の確保に努めること。 

エ ＷＥＢ広告 

  インターネットなどを活用し、リスティング広告やディスプレイ広告、ＳＮＳ広

告などを行うこと。受託者は実行委員会から事前に掲載媒体について了承を受ける

こと。また、ＷＥＢ広告の成果（アクセス数）については都度分析を行い、実行委

員会と協議のうえ、必要があれば軌道修正を行うこと。広告展開終了後、実行委員

会に実績報告を行うこと。 

オ 過年度出展者等へのアプローチ 

  受託者は、実行委員会から過年度出展者の情報をもらい受け、過年度出展者に対

して郵送・メール・電話等の手段にて、出展案内を送付すること。過年度出展者以

外にも、実行委員会が提供する都事業採択リストの企業等にも案内を行うこと。 

また、過年度出展者も含めて、潜在的に展示会出展者になりえる企業等に対して、

出展募集開始前の段階から、出展アプローチを行うため、本展示会出展への機運醸

成を促進する取組を提案すること。 

カ 出展募集説明会の開催 

  以下に基づき、出展を検討している企業等向けに事前説明会を実施すること。 

ａ 実行委員会と協議の上で、日時・場所・実施方法(オンライン可)を決定し、実

施に必要な場所・機材等を確保すること。 

ｂ 説明会の内容については、撮影・編集した上で常時閲覧可能な状態で後日アー

カイブ配信すること。なお、編集・配信に係る費用は本委託料に含まれるものと

する。 

ｃ その他、参加者の満足度を高めるためのプログラムを説明会の開催に合わせて

実施すること。実施に当たっては内容等を提案し、実行委員会と協議の上決定す

ること。 

   キ ダイレクトマーケティング 

     受託者は、類似の展示会やイベントに参加する事業者にコンタクトを取り、直
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接的に本展示会への出展を促すことで出展企業の確保に努めること。 

   ク その他 

     その他効果的な広報・ＰＲ活動を委員会に提案すること。また、実行委員会か

ら宣伝効果の高い媒体への周知や、都の事業のメールマガジンへの周知を依頼さ

れた場合、対応すること。 

 

（６）プレイベントの実施 

本展示会の認知度向上・来場促進につながるプレイベントを実施すること。イベント

の構成はメディア向けの展示会の企画詳細発表をベースとし、合わせて出展企業向け

の企画（機運醸成セミナーやネットワーキングイベント（飲食等の用意を含む）等）を

実施すること。機運醸成セミナーを除き、原則東京ｅスポーツフェスタ 2027のプレイ

ベントと合同開催とする。企画内容については、実行委員会と協議のうえ、決定するこ

と。プレイベントの企画に際しては、メディア向け発信リストを作成し、取材案内を行

うこと。プレイベント開催後には、公式ＷＥＢサイトにてアーカイブ動画を配信するこ

と。会場の確保及び当日の動画撮影は東京ｅスポーツフェスタの受託事業者の負担に

て行うものとし、受託者は密に連携すること。なお、当展示会側で手配する出演者・登

壇者に係る謝金・調整費用及びセミナーに係る費用、その他当展示会側で必要と判断し

たものに関する費用については、受託者にて負担すること。プレイベントに必要な資料

については、実行委員会と協議のうえ、受託者の責任で用意すること。 

 

（７）出展申請受付 

   受託者は、以下のとおり出展者の申請受付を行うこと。 

      ア 対象及び出展料 

     都内外に所在する、関連産業に係るコンテンツ事業者（アニメ、ゲーム、映像、

音楽等）、ＸＲ関連事業者（ＡＲ/ＶＲ等）、メタバース関連事業者（メタバース

プラットフォーム等）、Ｗｅｂ３・ＡＩ等関連事業者（ブロックチェーン、ＮＦ

Ｔ、ＡＩ等）、イベント関連事業者、会場・施設運営者及び上記分野に関する個

人事業者、クリエイター、業界団体等とする。 

また、基本仕様に係る１出展事業者１小間あたりの出展料は、以下のとおりと

する。なお、中小企業、大企業、協賛団体の１小間の広さは、３ｍ×３ｍとし、ク

リエーター（個人）の１小間はその 1/2～1/3程度の広さとすること。 

基本仕様の制作を含む下記記載のメニューの実施等に係る経費は、本委託業務

の契約金額に含むものとし、出展料を充当しない。 

    ＜想定事業者数及び出展料＞ 

対象 想定事業者数 出展料（税込） 

中小企業（ＳＵ） ３０事業者程度 77,000円 

中小企業・団体等（上記を除く） １４０事業者程度 77,000円 

クリエイター（個人） １００名程度 16,500円 

大企業 １５事業者程度 165,000円 

協賛企業 １５事業者程度 無料 
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    ※ＳＵ：革新的な技術やビジネスモデル等によって、社会変革をもたらす企業 

イ 出展者申込みページの作成 

ａ 出展希望者が出展申込みを行うための出展者申込みページを公式ウェブサイ

ト上に作成すること。また、出展方法（通常出展、共同出展等）についても選択

可能とすること。なお、審査資料提出フォームを併せて設けること。 

ｂ 言語表記は日本語及び英語とし、切り替え可能とすること。 

ｃ 出展申込み完了時に、申込みを受け付けた旨のメールを申込み者に自動返信

すること。なお、申込み者のウェブ環境等により返信メールが不着の場合は、

運営事務局より適当な方法で内容を伝えること。 

ｄ 実行委員会が定める申請要件を満たしているか審査すること（出展者選考）。 

ｅ 出展申込者の情報を把握するため、実行委員会が出展者の申込情報を随時確

認できるよう、管理者用のウェブサイトを設け、Excel形式のリストをダウンロ

ードできるようにすること。 

ｆ 出展確定後、出展申込み以外のオプションメニューの申込みを受け付けるこ

と。なお、受付に当たり、オプション申込フォームを設けること。 

ウ 出展料の徴収 

出展者への請求業務は運営事務局にて実施するとともに、確実に徴収すること。

また徴収した出展料は、実行委員会が開設する預金口座により管理すること。なお、

請求書の発行は実行委員会において実施する。 

エ 早期出展申込者の確保 

  受託者は、出展申請期間において、出展申請受付区分を３区分程度設けること。

また、早期出展申込者を確保するための施策を提案すること（出展一次申請者限定

で装飾オプションを１点無料にするなど）。 

 

◆展示会の企画・運営 

（８）全体企画・運営 

ＸＲ・メタバース等に係る産業振興を図るため、当展示会各企画の統一感・一体感を

持たせると共に、実行委員会ならではの特徴あるイベントとなるよう、テーマ・開催コ

ンテンツ・会場レイアウト及び装飾・オンライン施策等を以下に基づき企画し、実行委

員会に協議のうえ、実施すること。 

なお、案内サイン、印刷物等を作成する際、「東京都カラーユニバーサルデザインガ

イドライン（東京都福祉保健局）」等を活用し、誰にも見やすく分かりやすい情報提供

をするための工夫、配慮に努めること。 

ア 会場運営 

ａ レイアウト・装飾・設営 

有明 GYM-EX の会場は、企画内容を踏まえ、臨場感が味わえ、回遊性が高く、

来場者が安全かつ楽しめるレイアウト・装飾を企画し、イメージのわかるパー

ス図により実行委員会と協議のうえ、決定すること。また、当日までに企画した

レイアウトとおりに会場を設営すること。 

ｂ ステージの設置・運営 
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実行委員会と協議のうえ、ピッチコンテスト、主催者企画のセミナー、ワーク

ショップ等を行うためのステージを２つ以上設置し、運営スタッフを配置する

こと。なお、設置する全てのステージにおいて会期中は全期間稼働することを

前提とする。また、全てのステージにおいて投影用のビジョンを用意のうえ、ラ

イブ配信ができる設備も整えること。 

ｃ 案内サインの設置 

有明 GYM-EX来場者の利便性を考慮し、東西エントランス付近（場外）及び会

場内に適宜案内サインを設置すること。設置においては、有明 GYM-EX の規定

を遵守するとともに、経費が必要な際は受託者の負担とする。 

ｄ 資材等の調達 

上記ａからｃを実施するために必要な資材や電力、通信容量等を受託者の負

担により調達するとともに、各企画の運営に必要な照明・音響・通信設備等の

設営・原状回復を行うこと。なお、メインイベントの有明 GYM-EX（付帯設備を

含む）の施設利用料（電気・空調・通信回線等の料金を除く）についてのみ、

実行委員会の負担とする。 

ｅ 来場者対応 

来場受付ブース、来場者アンケート景品抽選コーナー、出展者検索コーナー 

等を適切な場所に配置・設営すること。また、ＩＣＴ技術を活用するなど、来

場受付業務やマッチング、アンケートをスムーズに行えるよう工夫すること。 

来場受付は、会場入口でＱＲコードの読み込み方式とし、来場者数のカウン

トを行うこと。 

メインイベント会期中は、開催時間中のほか、前後１時間程度、来場者の受付

や問い合わせに対応する窓口を設置し、人員を配置すること。 

ｆ 会場案内スタッフの配置 

      メインイベント会期中は、開催時間中のほか、前後１時間程度、屋外からの

動線上、会場出入口付近及び会場内において来場者等に対する案内・誘導を行

うスタッフを配置すること。 

ｇ 保安・警備 

      メインイベント会場における設営から原状回復まで、安全かつ遅滞なく企画

を行えるよう、各プロセスにおいて必要な保安・警備体制を実行委員会と協議

のうえ、整備すること。また、不慮の事故等に備え、イベント保険に加入する

こと。 

ｈ 清掃業務 

      メインイベント会場における設営から原状回復までの各日、清潔かつ整理整

頓された会場を保つため、清掃を行うこと。 

ｉ 託児所、授乳室、救護室等の設置 

メインイベントにおける来場者の利便性を図るため、託児所（保育士配置）、  

授乳室、救護室（看護師配置）等を適切に設置・運営すること。 

ｊ 業務スタッフ管理 

      各企画等に適した人材を配置するとともに、円滑な進行、安全な運営に配慮
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した適切な対応ができるよう、業務スタッフに対して研修等の教育を行うとと

もに、当日の配置管理を行うこと。また、業務スタッフの休憩時間・休憩場所

を設けるなど、適切に管理すること。 

ｋ 控室の設置 

      ステージ登壇者、各企画出演者、実行委員会関係者、事務局等が休憩や打合

せを行うための控室を用意すること。有明 GYM-EXに付帯する控室だけで足りな

い場合は、受託者の負担にて会場内に個室の控室を設営すること。 

l 登壇者等の対応 

ステージ企画の登壇者や会場内の主催者企画に係る出演者等については、出迎

えや見送り、移動のアテンドを行うとともに、必要に応じて茶菓の提供を行うこ

と。また、プレス関係者及び来場ＶＩＰ等についてもプレスルームや専用スペー

スを確保すること。 

ｍ パンフレットの作成 

会場内のマップ及びステージスケジュール、展示会の出展事業者名及びその

出展内容、その他企画の内容が分かるパンフレットを作成し、配布すること。作

成にあたっては、デザインや掲載内容を事前に実行委員会に協議すること。 

ｎ 会期中における連携 

会期中、受託者との連携・情報共有のため、トランシーバーを用意すること。

トランシーバーの系統及び用意する数については、実行委員会に協議の上、決

定すること。 

о 会期中におけるお弁当の用意 

会期中、実行委員会関係者用のお弁当を用意すること。用意する数について 

は、受託者が実行委員会関係者に事前に確認すること。また、お弁当等の提供

に当たっては、安全性に十分配慮すること。 

    ｐ キッチンカーの設置 

      来場者の利便性向上を図るため、会場内にキッチンカーを２台以上設置する

こと。キッチンカーの選定に当たっては、実行委員会に協議の上、決定するこ

と。 

   イ その他 

    ａ マニュアル・進行台本の作成・提出  

展示会全体の運営に係る実施内容やスケジュール、役割分担、業務手順、緊

急時の対応想定等を記載した運営マニュアルを作成し、実行委員会の承認を得

た上で各種企画を実施すること。また、ステージを使用する企画については、

進行台本を作成・提出し、実行委員会の承認を得た上で運営すること。 

    ｂ 各種申請等 

      展示会開催に必要な資格・認証・許可等の取得手続きは、受託者の責任にお

いて適切に行うこと。なお、費用が発生する場合は、受託者の負担とする。ま

た、実行委員会が展示会実施に係る申請や届け出を行う場合は、書類の準備に

協力するとともに、必要に応じて提出に同行すること。 

    ｃ 開会式の実施 
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      会期の初日に開会式を企画・提案し、実行委員会の承認を得て実施すること。

また、開会式の様子はライブ配信を行うこと。 

    ｄ 来場者数等の集計、アンケートの実施 

      各企画の参加者数、来場者数、公式ＷＥＢサイトページビュー数、配信視聴

数の集計・分析を行い、実行委員会の求めに応じて報告すること。また、来場

者及び展示会出展事業者に対して、アンケートを実施し、集計・分析結果をと

りまとめ、会期終了後１か月以内に実行委員会へ報告すること。また、出展事

業者に対しては、会期終了後にフォローアップ調査を行い、商談の継続・成立

状況を確認すること。なお、実施企画の内容に応じて、実行委員会が追加でア

ンケートの実施を指示する場合がある。 

加えて、広報の効果としての公式 YouTube や公式ＳＮＳのフォロワー数、閲

覧数、掲載メディア、掲載数、広告換算値などについても会期終了後概ね１週

間以内に実行委員会へ報告すること。 

    ｅ 協賛の募集 

展示会をより魅力あるものとするための企画内容の充実を目的として、協賛

を募ること。なお、協賛募集にあたっては、下記条件を満たすこと。 

（ａ）広く募集すること 

（ｂ）協賛内容は、資金、物品、企画とする。 

（ｃ）協賛内容に応じた露出等の条件を実行委員会と協議のうえ、決定し、募集

用の案内資料を作成すること。ただし、原則、イベント名称に協賛事業者名

等を付記することはできない。 

（ｄ）協賛を希望する事業者は、実行委員会と契約を締結し、実行委員会指定期

日までに、資金協賛の場合は実行委員会指定口座への振り込みを行い、物品

協賛の場合は協賛物品を納品し、企画協賛の場合は企画を実施すること。 

（ｅ）収集した協賛金はいったん実行委員会の収入となり、これを原資として、

本仕様に定めのない新たな企画等の運営のため、実行委員会と受託者との間

で別途覚書等を取り交わすこととする。 

 

（９）展示・商談会 

   ア 出展者向け事前説明会の開催 

以下に基づき、出展者向け事前説明会を実施すること。説明会の日時は出展募

集状況を考慮し、実行委員会事務局と協議のうえ、日時・場所・実施方法(オンラ

イン可)を決定し、実施に必要な場所・機材等を確保すること。 

また、説明会終了後、公平性を担保しつつ出展位置を決定すること。なお、出展

位置の決定については、実行委員会と協議のうえ、決定する。 

・説明会の内容をオンラインでのライブ配信、または撮影・編集したうえで常時

閲覧可能な状態で後日アーカイブ配信すること。なお、編集・配信に係る費用

は運営事務局が負担をすること。 

・出展者向けに出展スキルの向上を図る施策を企画し、出展者に提示すること。 

イ 企業展示ブースの設置・撤去及び周辺環境の整備 
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受託者は、各出展分野、特別展示企画等の区分けによりゾーニングを行い、実

行委員会と協議のうえ、次に掲げる出展企業に関する基礎小間等の標準装備・注

意事項を踏まえ、企業展示ブースの設置・撤去及び周辺環境の整備を提案し実施

すること。 

 

基 礎 小 間 の 標 準 装 備 

・バックパネル・サイドパネル（白色パネル） 

・パラペット（H300ｍｍ） 

・出展製品 PR ボード（W1,200ｍｍ×H300ｍｍ） 

※黒文字ゴシック：小間数に関係なく１箇所（角小間は２箇所） 

・突き出し社名板（W420ｍｍ×H300ｍｍ） 

・蛍光灯（１小間につき２灯） 

・パンチカーペット（約９㎡） 

・長机（W1800 ㎜×D600㎜×H700㎜）※設置個数は小間数を上限とする。 

・折りたたみ椅子２脚（１小間につき２脚） 

・コンセント（２口１個） 

※100V交流単相２線式 10A：設置個所は小間数を上限とする。 

注 意 事 項 

・クリエイター（個人）小間の標準装備は上記に準じて、実行委員会と別途協議

すること。 

・動線を踏まえ、来場者の巡回に差が出ないよう十分な回遊性が見込めるよう、 

工夫を示すこと。 

・実施に必要な什器、備品及び消耗品の調達を行うこと。 

・出展ブースの電気、電話及び給排水設備の設置について調整を行うこと。 

・上記に付帯するその他の工事についての調整を行うこと。 

・実行委員会に参画する団体の出展については、別途実行委員会メンバーと調整の

うえ、ブースデザイン等を企画し、施行すること。 

・実行委員会が指定する事業ゾーン【３事業９０小間程度を予定】（以下、「パビ

リオン」という。）については、別途各事業に沿ったゾーン及びブースのレイア

ウトを設計のうえ、デザインを企画して、各事業の担当者と調整のうえ、施工

すること。 

・出展者と来場者の商談スペース及び休息スペースを複数個所設営し、無線ＬＡ

Ｎを使用できる等の良好な休息環境を整備すること。なお、そのうち一カ所は

モバイル端末等の充電ができるスペースとし、カフェテリアとして来場者に飲

料を提供し、休憩できるスペースを設けること。 

   ウ 出展者サポート 

     受託者は、全ての出展者（一般申込、協賛、パビリオン、実行委員会関連等）

が円滑に出展準備を進められるように、定期的・計画的に必要な情報発信を行う

こと。また、出展者が来場者を誘致できるように広報ツールを提供すること。 

エ 出展ページの整備 
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     受託者は、次の事項に基づき、出展ページを提案して作成すること。 

    ａ 検索ページ 

（ａ）閲覧者が目的の出展者を検索するためのページを作成すること。また、キ

ーワード検索、カテゴリ検索等の機能を設け、閲覧者が目的の出展者に簡易

的に到達できるよう工夫すること。 

（ｂ）検索ページ内で出展者分野ごとにソートできる機能を設けること。 

（ｃ）出展者の一覧は、出展者名、出展者又は出展商品に関する画像等が表示さ

れること。 

ｂ 個社ページに関すること 

（ａ）出展者名、出展者情報および出展商品の紹介文とその写真、ＰＲ動画再生

機能、出展者への問い合わせフォーム、アンケート機能等が同一ページ内に

表示される個社ページを全出展者分作成すること。 

（ｂ）来場者が、出展商品等の資料を任意にダウンロードできること。 

オ 商談の活性化に向けた取り組みの実施 

     受託者は、出展者とマッチング率の高い企業・団体等を招聘した上で、会期中

の商談スケジュールを組むこと。実施に当たっては、事前に招聘企業のリストを

実行委員会へ提出すること。 

     その他、マッチングコンシェルジュの設置や、出展者同士の商談機会の創出や、

特別商談会の実施等、商談が増えるような施策を実行委員会に提案・協議の上、

実施すること。 

   カ ネットワーキングイベントの実施 

     受託者は、出展者がビジネス交流を目的として参加できるネットワーキングイ

ベントを会期初日の閉場後に会場内で実施をすること。出展者同士の交流だけで

なく、当該分野との連携に関心の高い大企業やＳＵ等を招待することも可能とす

る。またネットワーキングイベントには参加者向けに軽食を用意すること。 

     なお、本企画の趣旨に合致し、目的を達成することが可能と認められる場合は、

他団体主催イベントを活用することも可能とする。 

 

（10）ピッチイベント 

   受託者は、ピッチ大会やピッチコンテスト等のイベントを企画し、実行委員会に提

案すること。 

   ア テーマ 

  展示会イベントコンセプト及びイベントキャッチコピーを考慮し、テーマを提 

案すること。 

イ 募集・申請受付 

ピッチイベントへの出場要件は、原則本展示会への出展者であり、かつ都内に本

店または支店（個人は住民票）を擁して実質的に都内に根差して営業活動を行う事

業者・個人とする。受託者は、展示会への出展者募集に合わせて、効果的な広報手

段を用いて提案したピッチイベントへの出場者も募集をすること。 

また、募集した企業をオンラインにて申請受付するためのシステム及び体制を整
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備すること。募集要項、申請に関する申請様式及び必要書式等は実行委員会と協議

のうえ、受託者が作成すること。 

   ウ 事前審査 

     受託者は、専門的な技術的知見を有する有識者や、金融機関・ベンチャーキャピ

タル（以下、「ＶＣ」という。）等の投資家視点を持つ者等に事前審査を委嘱し、

展示会にて実施するピッチイベントへの出場者を選抜すること。審査委員の選定や、

事前審査の結果については、実行委員会に事前に承認を得ること。 

エ ピッチイベント 

受託者は、展示会のステージにてピッチイベントを運営すること。専門的な技術

的知見を有する有識者や、金融機関・ＶＣ等の投資家視点を持つ者等に審査を委嘱

し、ステージ進出者を決定すること。また、資金提供者又は協業先等事業連携者と

なりえるＶＣ・エンジェル・事業会社・大学関係者等をオーディエンスとして、３

者程度集めること。イベントの運営内容については、必ず実行委員会と協議するこ

と。 

  オ 賞金の支払い等 

受託者は、展示会後、ピッチイベントの受賞者に対して、賞金の支払いや副賞等

についての受け渡しを行うこと。賞金については、別途実行委員会が別途用意する。

その他イベント出場者と上記オーディエンスのマッチングが可能な場合は、その顔

つなぎをすること。 

 

（11）セミナー・ワークショップ 

   展示会来場者（以下、「来場者」という。）に対して、ＸＲ、メタバース、ＡＩ、

Web3等への興味・関心を喚起し、理解促進を図ることに加えて、ビジネスパーソンが

実践的な学びを得ることを目的として、セミナー・ワークショップを企画し、実行委

員会に協議のうえ、実行すること。 

セミナーは、原則として、会期中は全期間、両ステージにおいてタイムスケジュー

ルに空きが出ないように実施すること。また、実行委員会で企画するセミナーについ

ても、指定する登壇者や業界団体等と連携のうえ、内容を調整すること。 

ワークショップは、対話型セッション形式・最新プロダクトやナレッジに触れて使え

るスキルをアップデートする講座形式であるかは問わない。また、出展者を巻き込んだ

内容とすることも可とする。 

なお、実行委員会が企画するセミナー・ワークショップの講師謝金についても、本委

託内容に含むものとする。 

 

（12）参加型体験企画 

   企業だけでなく、都民等の一般来場者も含む全ての来場者に対して、ＸＲ・メタバ

ース等の認知度及び魅力向上を図り、文化・産業の振興を目的とし、複数の参加型体

験コーナーを企画し、実行委員会に協議のうえ、展示会会期中の会場内に専用のスペ

ースを設けて実施すること。実施の際は、各種体験企画の説明・指導を行うスタッフ

を配置すること。 
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   なお、提案する参加型体験企画のうち、メイン企画については、集客に寄与する内

容（キラーコンテンツ）とすること。 

（13）ステージイベントの実施 

   受託者は、前述の企画のほか、メインステージ等を活用したステージイベントを企

画・運営し、集客を図ること。 

ただし、本展示会の開催趣旨に合致すると実行委員会が認めるものに限る。 

 

（14）その他 

ア 来場記念品及び回遊施策 

  展示会への来場者確保を目的として、来場記念品等を、企画・作成のうえ、展

示会にて配布すること。その他、来場者が会場内を効果的に周遊するためのスタ

ンプラリー等の方策を提案すること。回遊施策の副賞を用意し、ガラガラ抽選会

を開催する等して、来場者の参加を促すこと。 

イ 実行委員会が指定するイベント 

  実行委員会メンバーと連携のうえ、展示会を盛り上げるためのセミナー・ワー

クショップまたは参加型体験企画を企画・運営すること。なお、その際の講師謝

金や設営費用等は本委託費に含むものとする。 

  他に、実行委員会が指定する業界団体と調整し、音楽系の企画等を実施するこ

と。必要に応じて、ＤＪの演奏やダンスミュージック等の音楽系イベントが実施

できる設備を会場内に整えること。アーティスト等の出演料は本委託料に含むも

のとする。 

ウ 展示会の搬入・搬出 

有明 GYM-EXの規約を遵守した上で、搬入・搬出作業を行うこととし、出展者を

はじめとする関係者にも周知・徹底を図ること。また、本展示会の会期終了後、迅

速に撤去作業及び原状復帰を行い、株式会社東京ビッグサイトとの契約期間を厳

守すること。 

なお、設営・撤去作業中及び開催期間中の破損や紛失等に伴う原状復帰に関す

る費用は受託者が負担すること。 

   エ 実績報告書の作成・提出 

  契約締結後からイベント当日、事後の広報露出確認や出展事業者等のフォロー

等までの各種実施経過、結果及び記録写真・動画を含む制作物一式、広報実績（公

式ＷＥＢサイト等アクセス数、記事掲載紙面・放映動画等のデータ及び広告換算

等）、アンケート結果「（８）ウｄ項」等をとりまとめるとともに、準備から展示

会終了までの様々な課題等を踏まえ、当初設定した実施計画における成果目標等

の評価・検証を行い、次回の効果的な実施につながる提案を記載した報告書を作

成のうえ、契約期間満了日に完成版を他の提出物とともに提出すること。 

オ 展示会出展企業・展示会来場者にとって魅力あるコンテンツの提案 

  受託者は、本仕様書に定める事項以外についても、展示会出展企業・展示会来

場者にとって魅力あるコンテンツの提案を、実行委員会と協議のうえ、実施する

ことが可能である。 
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＜別表１＞ 

 

目標達成に向けた指標 

 

 

 本展示会実施への提案に係る目標数値については、以下の通り。 

 

 

〇展示会のべ来場者数：約10,000 人 

  （会期中３日間ののべ人数） 

 

 

〇出展事業者数：【企業】２００社、【個人事業主等】１００者、計２５０小間 

 

 

〇出展者満足度：平均スコア３.５点以上 

 

 

〇来場者満足度：平均スコア３.５点以上 

 

 

〇公式ＳＮＳ総フォロワー数：20,000人（会期中） 

 

 

〇平均商談事業者数：２０者 

 



（令和７年 1２月版） 

 

個人情報に関する特記仕様 

 

第 A 章 総則 

 

（個人情報の保護） 

第１条 受託者は、この契約による業務を処理する上で個人情報を取り扱う場合、東京都

個人情報取扱事務要綱（平成 17 年３月 31 日付 16 生広情報第 708 号）第２に定める管理

体制及び「産業労働局保有個人情報安全管理基準（別添）」と同等以上の水準により個人

情報を保護しなければならない。 

 

（秘密等の保持） 

第２条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をこの契約以外

の目的で他人に知らせ、また、この契約以外の目的に利用してはならない。 

２ 受託者は、この契約が終了し、又は解除された後においても、前項の規定を遵守しな

ければならない。 

３ 顧客情報等の営業秘密を取り扱う場合、受託者は、経済産業省が策定する営業秘密管

理指針（平成 15 年 1 月 30 日（最終改訂：令和７年３月 31 日））において示される水準

以上の対策を講ずるものとする。 

 

（個人情報等の取扱い） 

第３条 受託者は、この契約による業務を処理する上で、個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）第２条第１項に定める個人情報

等（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25

年法律第 27 号。以下「番号利用法」という。）第２条第 9 項に定める特定個人情報を含

む。以下同じ。）を取り扱う場合は、個人情報保護法の他関係法令の規定に従い、個人の

権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。 

なお、取り扱う個人情報等に加工等を施す場合、この契約における個人情報等は、個

人情報保護法第２条第５項に定める仮名加工情報及び同条第６項に定める匿名加工情報

並びに同条第７項に定める個人関連情報を含むものとする。 

（受託者に提供する個人情報等の範囲） 

２ この契約による業務の処理に際して、東京都が受託者に対して提供する個人情報等（以

下「東京都提供個人情報等」という。）がある場合、東京都は、その提供する個人情報等

の件名及び件数等について、東京都提供個人情報等一覧（目録 A）に記載し、事前にその

旨を明示する。 

 なお、この契約による業務の処理に際して、受託者が都民及び東京都以外の第三者か

< 別 紙 １ >



 

ら直接取得する個人情報等（以下「受託者取得個人情報等」という。）がある場合、東京

都は、その取得が予定される個人情報等の件名や件数等について、可能な限り具体的に

見積を行った上で、その内容を、受託者取得個人情報等一覧（目録 B）に記載し、事前に

その旨を明示する。 

この場合、受託者は、業務の進捗等を報告するにあたって、必要に応じ、目録 B「受託

者取得個人情報等一覧」の記載内容を修正し、東京都に報告するものとする。受託者取

得個人情報等のうち、目録に定めがないものについては、東京都及び受託者間で別途合

意をした上で、当該受託者取得個人情報等の処理権限を定めるものとする。 

（表明保証） 

３ 受託者は、この契約において取り扱う個人情報等を処理する場合には、その作成、取

得及び提供等について、個人情報保護法に定められている手続を履行していることを保

証するものとする。 

（権限） 

４ 受託者は、この契約で明示的に規定されるものを除き、この契約において取り扱う個

人情報等について開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び提供の停

止を行うことのできる権限を有しない。 

 

第 B 章 安全管理体制 

（責任体制の整備） 

第４条 受託者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制（個人情報等

の漏えいの発生等に備えた連絡・対処体制を含む。）を構築し、その体制を維持しなけれ

ばならない。 

 

（責任者、従事者） 

第５条 受託者は、この契約による個人情報等の取扱いの責任者及び業務に従事する者（以

下「従事者」という。）を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ東京都に届け出な

ければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。 

なお、この契約による業務の処理に際して、受託者が番号利用法第２条第５項及び第 9

項に定義する個人番号及びこれらの個人番号をその内容に含む特定個人情報と同等の水

準により管理された個人情報（以下「特定個人情報等」という。）を取り扱う場合、東京

都は、その取扱いが予定される特定個人情報等の件名や件数等について、具体的に見積

を行った上で、その内容を目録 C「特定個人情報同等水準管理情報一覧」）に記載し、事

前にその旨を明示する。 

また、受託者は、目録 C「特定個人情報同等水準管理情報一覧」に記載された特定個人

情報等の監査者を定め、あらかじめ東京都に届けなければならない。 

２ 受託者は、責任者に、従事者が本特記仕様に定める事項を適切に実施するよう監督さ



 

せなければならない。また、受託者は、従事者に、責任者の指示に従い本特記仕様を遵

守させなければならない。 

３ 受託者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

  なお、監査者は、受託者における第１項に定める個人情報の管理状況を定期に及び必

要に応じ随時に監査する。受託者は、監査の結果を踏まえ、個人情報の管理に不適切な

点があると認めるときは、直ちに是正措置を講じなければならない。 

４ 受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても、受託業務により知り得た個

人情報等を他に漏らしてはならないことなど、個人情報保護に関して必要な事項の周知

徹底をしなければならない。 

 
（派遣労働者） 

第６条 受託者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣

契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

その場合の守秘義務の期間は、第２条に準ずるものとする。 

２ 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者

と派遣元との契約内容にかかわらず、東京都に対して派遣労働者による個人情報等の処

理に関する責任を負うものとする。 

 

（従事者等の教育及び研修） 

第７条 受託者は、個人情報等の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るた

め、責任者及び従事者に対し、個人情報保護法における東京都の機関及び受託者の義務

並びに本特記仕様において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な

履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修の実施に関して計画を定めなければならない。この計

画には、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えいが生

じた際に負う民事上並びに刑事上、行政上の責任等に関する事項を含むものとする。 

３ 受託者は、第１項の教育及び研修は、責任者及び従事者にこの契約による業務を行わ

せる前に少なくとも１回は行わなければならない。 

４ 要配慮個人情報を取り扱う場合、東京都は、受託者が前２項に基づき策定する計画の

ほか、前項に基づき実施する教育及び研修の実施状況について、必要に応じてその提出

を求めるものとする。 

 

（再委託） 

第８条 受託者は、個人情報等の処理について再委託（受託者の子会社（会社法（平成 17 

年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）への委託を含む。以下

同じ。）を行う場合、個人情報等を適切に管理する能力を有しない事業者を選定しないよ



 

うにするために、再委託しようとする業者名及び次の各号に規定する項目を記載した書

面を東京都に通知し、東京都個人情報取扱事務要綱第７.７に定める東京都の承諾を得な

ければならない。再委託の内容を変更する場合又は選定した業者が個人情報等を適切に

管理する能力を有しないことが判明した場合において別の業者に変更する場合も同様で

ある。 

(1) 再委託を行う業務の内容及び事業執行場所 

(2) 再委託で取り扱う個人情報等の目録 

(3) 再委託の期間 

(4) 再委託が必要な理由 

(5) 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し) 

(8) 再委託の相手方に対する個人情報保護法第 25 条等に基づく監督方法 

２ 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させる

とともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、東京都に対して再委託

の相手方による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 

３ 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報等の安全

管理の方法について具体的に規定しなければならない。 

４ 受託者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、

東京都の求めに応じて、その状況等を東京都に適宜報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の管理監督とは別に、再委託の相手方における責任者及び従事者に対

して、この契約による業務を行わせる前に、少なくとも１回は第 F 条第１項に定めるも

のと同等以上の教育及び研修を行わせなければならない。 

 

（目的以外の利用禁止） 

第９条 受託者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は東

京都から引き渡された文書等（当該文書に記録された個人情報の全部又は一部を複写及

び転写等した他の媒体を含む。以下、本特記仕様において同じ。）を東京都の指示又は承

諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（複写、複製等の禁止） 

第 10 条 受託者は、この契約による業務を処理するため東京都から引き渡された文書等を

東京都の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製若しくは転写してはならない。 

 

（個人情報等の安全管理） 

第 11 条 受託者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は東



 

京都から引き渡された文書等に記録された個人情報等を漏えい、漏示、毀損及び滅失（以

下「漏えい等」という。）することのないよう、当該個人情報等を安全に管理しなければ

ならない。 

２ 受託者は、東京都から文書等の引き渡しを受けた場合は、東京都に受領書を提出する。 

３ 受託者は、第１項の個人情報等を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、

あらかじめ東京都に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとす

るときも、同様とする。東京都は、必要に応じて作業場所の現況を確認するものとする。 

４ 受託者は、東京都が承諾した場合を除き、第１項の個人情報等を作業場所から持ち出

してはならない。 

５ 受託者は、第１項の個人情報等を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」とい

う。）を特定し、あらかじめ東京都に届け出なければならない。その特定した運搬方法を

変更しようとするときも、同様とする。 

６ 受託者は、第１項の個人情報等について郵便等発送、電子メールその他アプリケーシ

ョンの利用等により外部に送付する場合は、その方法（以下「送付方法」という。）を特

定し、あらかじめ東京都に届け出なければならない。その特定した送付方法を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

７ 受託者は、従事者をして前項に基づき届け出た送付方法により第１項の個人情報等を

送付させる場合は、次の各号を遵守させなければならない。 

⑴ 送付先及び送付物に誤りがないか確認すること。 

⑵ 送付先の情報及び送付内容が第三者に知られないようにすること。 

⑶ 送付物の内容により適切な送付方法を選択すること。 

⑷ 上記⑴及び⑵について従事者による送付の都度複数人により確認すること及び上記 

 ⑶について責任者が了解していることその他責任者が指示した安全対策を講じること。 

８ 受託者は、この契約による業務を処理するために使用することとしたパソコン等（外

部記録媒体を含む。以下同じ。）以外のパソコン等を使用してはならない。 

９ 受託者は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他

情報漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

  なお、クラウドサービスを利用する場合は、クラウドサービスに対する各種の認定・

認証制度（ISMAP、ISO/IEC27001・27017・27018、JISQ27001 等）の適用状況から、

クラウドサービスの信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し選定すること。 

10 受託者は、第１項の個人情報等を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めると

ころにより管理しなければならない。 

⑴ 個人情報等は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しな 

ければならない。 

⑵ 個人情報等を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 

以上の保護措置をとらなければならない。 



 

⑶ 個人情報等を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及び 

そのバックアップの保管状況及び個人情報等の正確性について、定期的に点検しなけ

ればならない。 

⑷ 個人情報等を管理するための台帳を整備し、個人情報等の受け渡し、利用、複写又は  

複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

 

（個人情報等の帰属及び返還、廃棄又は消去） 

第 12 条 東京都から引き渡された文書等に記録された個人情報等のほか、この契約による

業務を処理するために東京都の指定した様式により、及び東京都の名において、受託者

が取得、作成、加工、複写又は複製等した個人情報等は、東京都に帰属するものとする。 

２ 受託者は、この契約による委託業務完了時に、東京都の指示に基づいて、前項の個人

情報等を返還、廃棄又は消去しなければならない。 

なお、上記の個人情報等に要配慮個人情報を含む場合、個人情報等の返還は、第５条

の規定によりその役割を果たすべき者として東京都に届け出られている者が行うものと

する。 

３ 受託者は、第１項の個人情報等を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該

個人情報等が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

４ 受託者は、パソコン等に記録された第１項の個人情報等を消去する場合、データ消去

用ソフトウエアを使用し、当該個人情報等が判読、復元できないように確実に消去しな

ければならない。 

５ 受託者は、第１項の個人情報等を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した

旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の

年月日が記載された書面）を東京都に提出しなければならない。ただし、他の法令に基

づき受託者において一定期間の保管が義務付けられている個人情報等については、受託

者は、廃棄又は消去できない個人情報等の概要に関する情報（情報項目、媒体名、数量、

廃棄又は消去しない根拠法令、責任者、法令に基づき予定される廃棄又は消去の年月日

が記載された書面）を上記証明書に記載すること。 

６ 受託者は、廃棄又は消去に際し、東京都が立会いを求めたときはこれに応じなければ

ならない。 

 

第 C 章 事故対応及び検査 

（漏えい等発生時の対応） 

第 13 条 受託者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等が発生し、又

は発生したおそれがある事態が生じた場合は、その事態に係る帰責の有無にかかわらず、

当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を東京都に速やかに

報告し、その指示に従わなければならない。 



 

２ 受託者は、前項の事態が生じた場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を

講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事態が生じた旨を当該漏えい等に係る個

人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものと

する。この場合、受託者は、当該措置に係る費用を負担することとする。 

３ 受託者は、東京都と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、

可能な限り当該事態に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければな

らない。この場合、受託者は、東京都が事実関係の公表にあたって受託者の名称及び代

表者氏名を公表することがあることを承諾するものとする。 

 
（立入調査等） 

第 14 条 東京都は、この契約による業務の処理に伴う個人情報等の取扱いについて、本特

記仕様の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要がある

と認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査すること

ができるものとし、受託者は、東京都から改善を指示された場合には、その指示に従わ

なければならない。 

２ 受託者は、再委託を行なう場合は、前項と同等の措置を講じるよう再委託の相手方に

対して求めなければならない。また、受託者は、必要に応じて東京都が再委託の相手方

に報告を求めること及び再委託の相手方の作業場所を立入調査できるよう、必要な調整

を行うものとする。この限りにおいて、受託者は、再委託の相手方の作業場所を立入調

査できるように調整した記録（再委託の相手方に連絡した日時及び連絡内容、連絡の結

果による再委託の相手方の返答内容など）を、東京都の求めに応じて書面により報告し

なければならない。 

 

第 D 章 契約解除及び損害賠償等 

（契約の解除） 

第 15 条 東京都は、受託者が本特記仕様に定める義務を履行しない場合は、この契約によ

る業務を解除することができるものとする。 

２ 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、東京

都にその損害の賠償を求めることはできないものとする。 

３ 受託者が、第１項の規定に基づき契約を解除された場合、東京都は、受託者の名称及

び違反事実を公表することができる。 

 
（損害賠償等） 

第 16 条 受託者の故意又は過失を問わず、受託者が本特記仕様に定める義務に違反し、又

は怠ったことにより東京都が損害を被った場合には、東京都にその損害を賠償しなけれ

ばならない。 



 

２ 受託者は、第 13 条第１項に規定する事態に起因又は関連して第三者との間で紛争、ク

レーム又は請求（以下「紛争等」という）が生じた場合には、直ちに東京都に対して書

面により通知するものとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解

決することとする。 

３ 受託者は、第 13 条第１項に規定する事態に起因又は関連して、東京都が被った損害又

は損失及び費用（漏えい等した個人情報の本人（以下「被害者」という。）から東京都に

対してなされる訴訟並びに慰謝料その他の損害賠償の請求その他紛争解決手段の行使に

対応するために東京都において発生した費用を含む。以下「損害等」という）が生じた

場合、東京都の求めに応じて、当該損害等の全部又は一部を補償する。 

４ 第２条第３項に基づき管理された個人情報等の取扱いについて東京都が損害を被った

場合には、東京都は不正競争防止法（平成５年法律第 47 号）第４条及び第５条に基づく

損害の賠償を請求することができる。 

（違約金） 

５ 第１条に基づき管理された個人情報の取扱いに関して、受託者の責任者及び従事者の

故意又は重過失によって東京都に損害が生じた場合、受託者は東京都に対して違約金と

して契約金額の 100 分の 10 に相当する額を支払う義務を負う。 

６ 東京都に生じた損害が前項に基づく違約金額を上回る場合には、東京都は実際に生じ 

た損害額を立証することで、受託者に対して立証した額を違約金として請求することが

できる。 

 

（その他） 

第 17 条 受託者は、保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ及び本特記仕様の解釈

等、個人情報等の取扱いについて疑義を生じた場合、その都度東京都に確認し、本業務

を行うこと。この限りにおいて、東京都は、東京都の情報セキュリティ管理体制の維持

に支障がない範囲で受託者に対して情報提供を行うものとする。 

 

第 18 条 第 16 条の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、受託者が

再委託等（再々委託及びそれ以降の委託を含む。）をした相手方において発生した場合で

あっても、当該受託者が負うものとする。 



目録 A 東京都提供個人情報等一覧（東京都→受託者） 
No 件名 件数(本人の数) 媒体 備考※ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
※ 要配慮個人情報を含む場合は、その件数（本人の数）及び法における区分を記載（例：100 件、病歴） 

 
目録 B 受託者取得個人情報等一覧（受託者→東京都） 

No 件名 件数(本人の数) 媒体 備考※ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
※ 要配慮個人情報を含む場合は、その件数（本人の数）及び法における区分を記載（例：100 件、病歴） 

 
目録 C 特定個人情報同等水準管理情報一覧（要監査情報） 

No 件名 件数(本人の数) 媒体 備考※ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
※ 要配慮個人情報を含む場合は、その件数（本人の数）及び法における区分を記載（例：100 件、病歴） 



 

 

産業労働局 保有個人情報安全管理基準 

５ 産 労総 総 第 546号 

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 

（改正）５ 産 労 総 総 第 1373号 

令 和 ６ 年 ３ 月 2 5日 

 

 

第１ 趣旨 

   この基準は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）、個人情報の保護に関す

る法律施行条例（令和４年東京都条例第130号）及び東京都個人情報取扱事務要綱（平成17年

３月31日付16生広情報第708号）の規定に基づき、産業労働局における保有個人情報の適正な

管理のために必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

第２ 法令等の遵守 

職員は、保有個人情報の保護に関し、次の各号に掲げる法令等を遵守しなければならない。 

（１）個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。） 

（２）個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年東京都条例第130号。以下「法施行条例」

という。） 

（３）東京都個人情報取扱事務要綱（平成17年３月31日付16生広情報第708号。以下「要綱」とい

う。） 

 

第３ 定義 

 この基準において使用する用語は、法及び東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５

号）において使用する用語の例による。 

 

第４ 情報処理システムにおける技術的安全管理措置 

   保有個人情報を記録した情報処理システムの安全確保については、東京都サイバーセキュリ

ティ基本方針、東京都サイバーセキュリティ対策基準、産業労働局サイバーセキュリティ安

全管理措置及び利用する情報システム等におけるサイバーセキュリティ実施手順による。 

 

第５ 産業労働局において保有個人情報を取り扱う事務 

（１）産業労働局において保有個人情報を取り扱う事務は、法施行条例第３条の規定に基づき備え

付けた登録簿に記載された事務及び職員又は職員であった者に係る事務とする。 

（２）保有個人情報を取り扱う事務を開始、変更又は廃止するときは、法施行条例第３条の規定に

基づき登録簿の備付け、又は更新を行う。 

 

第６ 管理体制・個人情報管理責任者の役割 

   個人情報管理責任者は、以下の安全管理の基準に基づき、保有個人情報の保護について厳重、

適正な管理を行う。 

（管理体制） 

（１）個人情報管理責任者は、産業労働局における保有個人情報及び保有個人情報を記録した公    

文書（以下「保有個人情報等」という。）の適正な管理について責任を負うとともに、個人



 

 

情報の保護に関し、所属職員を指導する。 

（管理状況の点検） 

（２）保有個人情報等の安全管理を厳格に行うため、個人情報管理責任者は、保有個人情報の収集

及び利用並びに保有個人情報等の保管及び廃棄の状況（以下「保有個人情報等の管理状況」

という。）について、毎年度１回以上、点検を行う。 

（是正措置） 

（３）職員は、保有個人情報等の管理状況に関して問題となる事案が発生した場合には、直ちに個  

人情報管理責任者に報告し、個人情報管理責任者は、保有個人情報等の管理状況に不適切な

点があると認めるときには、直ちに是正措置を講ずる。 

（教育研修） 

（４）個人情報管理責任者は、個人情報が都民の生活に直接かかわる大切な財産であることを認識

し、職員に対して、個人情報保護の重要性及び保有個人情報の適正管理等に対する理解と関

係規程遵守の徹底が図られるよう必要な啓発その他、教育研修を行う。 

（事故対応） 

（５）職員は、保有個人情報を記録した公文書の盗難、紛失若しくは不適正な持ち出し若しくは保

有個人情報及び産業労働局が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個

人情報として取り扱われることが予定されているものに係る不正アクセス、虚偽記載、改ざ

ん若しくは不適正な消去若しくはその他保有個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損（以下

「保有個人情報に係る事故」という。）が発生した場合又は発生のおそれがある事象を把握

した場合には、直ちに個人情報管理責任者に報告する。 

（６）個人情報管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事実関係を調査した上で、部及

び局における個人情報保護責任者及び総務局総務部情報公開課長に報告するとともに、事故

の対象となった保有個人情報の本人への対応及び事案の公表等の被害の拡大を防止するため

の適切な措置を講じる。 

（７）個人情報管理責任者は、（５）で把握した事象のうち、個人情報の保護に関する法律施行規

則（平成28年10月５日個人情報保護委員会規則第３号）第43条各号に該当するものについて

は、個人情報保護委員会に報告する。 

（８）個人情報管理責任者は、（６）の措置を講じた後、速やかに事故の原因を調査して再発防止

対策を講じるとともに、必要に応じて、これらの内容について部及び局における個人情報保

護責任者に報告する。 

なお、事案の内容、影響等に応じて、その後の経過及び再発防止策等を公表する。 

 

第７ 保有個人情報等の安全管理措置 

   個人情報管理責任者は、保有個人情報に係る事故がないように、次の事項について、所属職

員を指導するほか必要な措置を講ずる。 

（保管等） 

（１）職員は、退庁時に保有個人情報を記録した公文書を個人情報管理責任者が指示する保管庫等

に保管し、必ず施錠しなければならない。 

また、保管庫等の鍵等は、関係職員以外の者が使用できないよう、安全な場所に保管しな

ければならない。 

（２）職員は、事務の遂行上必要な場合を除き、保有個人情報等を複製してはならない。 

（３）職員は、保有個人情報を記録した公文書を机上等に放置してはならない。 

また、関係職員以外の者が保有個人情報を知ることができないよう、常に留意しなければ

ならない。 



 

 

（保有個人情報等の庁舎外への持ち出し等） 

（４）職員は、原則として、個人情報管理責任者の指示又は許可によらずに、保有個人情報等を庁

舎外に持ち出し又は送付（通信回線を利用した送信を含む。以下同じ。）してはならない。 

（５）職員は、保有個人情報等を庁舎外に持ち出す場合には、保有個人情報に係る事故を防止する

ため、保有個人情報等の運搬に当たり、次の各号を遵守しなければならない。 

ア 原則として、盗難又は紛失等を防止することができる形状、機能を持つ鞄などに収納する

こと。 

イ 保有個人情報を記録した公文書を常に肌身離さず携帯し、移動経路は必要かつ最小限のも

のとすること。 

ウ その他個人情報管理責任者が指示した安全対策を講じること。 

（６）前項の規定は、庁舎内において保有個人情報等を運搬する場合に準用する。 

（７）職員は、庁舎外に持ち出した保有個人情報等の持ち帰りについて、個人情報管理責任者の確

認を得なければならない。事務の遂行上やむを得ず、持ち出した保有個人情報等を庁舎外で

保管する場合、当該職員は、保有個人情報に係る事故を防止するための必要な措置を講じな

ければならない。 

（８）職員は、保有個人情報等を送付又はホームページ等に掲載する場合には、保有個人情報に係

る事故を防止するため、次の各号を遵守しなければならない。 

ア 送付先及び送付物又は掲載内容に誤りがないか確認すること。 

イ 送付先の情報及び送付内容が第三者に知られないようにすること。 

ウ 掲載内容に第三者に知られてはならない個人情報が含まれていないか確認すること。 

エ 送付物又は掲載する内容により適切な送付又は掲載方法を選択すること。 

オ その他個人情報管理責任者が指示した安全対策を講じること。 

（９）職員は、TAIMS端末利用基準（令和２年６月30日付２戦I情第578号）に規定するTAIMS個人端

末を庁舎外に持ち出し、庁舎外において情報処理作業を行う際は、保有個人情報に係る事故

を防止するため、TAIMS端末利用基準第２．４の規定を遵守すること。 

（保有個人情報等の消去又は廃棄） 

（10）個人情報管理責任者は、保有個人情報等が不要となった場合には、当該保有個人情報等の復

元又は判読が不可能な方法により、消去又は廃棄を行う。 

なお、保有個人情報等の消去又は廃棄を委託して行う場合には、職員が立ち会うなどの方

法により、適切に消去又は廃棄したことを確認する。 

（保有個人情報の提供時の措置要求等） 

（11）個人情報管理責任者は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合には、当該提供

先に対して安全確保の措置を要求し、必要があると認めるときは、実地調査等により当該措

置状況を確認し、所要の改善要求等を行う。 

（12）個人情報管理責任者は、法令に基づく場合及び法第69条第２項各号に該当する場合を除き、

保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えて、保有個人情報を都の機関等以外のものへ提供

してはならない。 

（保有個人情報等の安全管理措置に関する記録等） 

（13）個人情報管理責任者は、保有個人情報を記録した公文書の施錠保管の状況並びに保有個人情

報等の庁舎外への持ち出し、送付及び廃棄に関して、実態を把握するために、別記第１号様

式から第３号様式により記録を整備するなど必要な措置を講ずる。 

 

第８ 委託に伴う措置 

（１）個人情報管理責任者は、保有個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は指定管



 

 

理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該契約又は協定（以下「委託契約等」という。）

の締結等に当たり、次の各号に掲げる事項について、取り決めを行う。 

ア 取り扱う個人情報が、受託者若しくは指定管理者又は東京都のうちのいずれの保有に属す

るのか、その範囲を明らかにする事項 

イ 安全管理、秘密の厳守等の受託者又は指定管理者（以下「受託者等」という。）が保有個

人情報保護について遵守すべき事項（要綱第７．４で、契約書等に記載することと規定され

ている事項） 

ウ 再委託に関する事項 

（２）個人情報管理責任者は、保有個人情報を適切に管理する能力を有しないものを受託者等とし

て選定することがないよう、前項に規定する事項について、あらかじめ仕様書等に明記する

とともに、必要に応じて職員に調査を行わせる。 

（３）個人情報管理責任者は、保有個人情報を取り扱う事務の再委託について、再委託を受ける者

が保有個人情報を適切に管理する能力を有することを確認できた場合に認めるものとする。

その場合、保有個人情報の取扱いに係る態様について東京都が十分管理できるよう、再委託

の内容及び再委託先等について、東京都の承諾をあらかじめ求める等の適切な再委託先を選

定するために必要な措置をとり、その旨を具体的に委託契約書等に明記する。 

（４）個人情報管理責任者は、受託者等が委託契約等において取り決めた事項を遵守しているか、

また、受託者が再委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行っているか等を職員に監

督させるなど、受託者等及び再委託を受けた者に対する必要な監督を行う。 

（５）個人情報管理責任者は、受託者等において保有個人情報の消去又は廃棄が行われるときは、

職員が立ち会うなどの方法により、適切に消去又は廃棄したことを確認する。 

（６）個人情報管理責任者は、受託者等に個人情報記載文書等を搬送する必要がある場合は、保有

個人情報に係る事故を防止するための必要な措置を講じる。 

（７）個人情報管理責任者は、受託者等に個人情報記載文書等を受け渡すときは、授受簿等を定め

て職員にその都度受渡しの確認を行わせる。 

（８）電子情報処理委託については、電子情報処理委託に係る標準特記仕様書を用い、又は、特記

仕様書の事項を委託仕様書に記載する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この基準は、決定の日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



　　課　　担当
　施錠確認表　　　　　年　　月

別記第1号様式

日 曜日 施錠者（該当者に○） 施錠時刻

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

施錠場所



別記第2号様式

　部課名

担当 職員氏名 日付
持ち出す個人情報

記載文書（件名・番号等）
持ち出し先 用途・目的

確認者
（持出）

確認者
（戻り）

1 　月 　日

2 　月 　日

3 　月 　日

4 　月 　日

5 　月 　日

6 　月 　日

7 　月 　日

8 　月 　日

9 　月 　日

10 　月 　日

個　人　情　報　持　ち　出　し　記　録（  　　年度）

※　持ち出すとき及び戻したときに、それぞれ個人情報管理責任者の確認を受けること。



別記第３号様式

　部課名

担当 職員氏名 日付
送付する個人情報

記載文書（件名・番号等）
送付先 用途・目的 送付手段 確認

1 　月 　日

2 　月 　日

3 　月 　日

4 　月 　日

5 　月 　日

6 　月 　日

7 　月 　日

8 　月 　日

9 　月 　日

10 　月 　日

※　送付するときに、個人情報管理責任者の確認を受けること。

個　人　情　報　送　付　記　録（  　　年度）
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電子情報処理委託に係る特記仕様書 

 

 

委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、

この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

 

 

１ サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行 

受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準の趣

旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。 

 

２ 業務の推進体制 

(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関す

る責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業

務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。 

(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。 

 

３ 業務従事者への遵守事項の周知 

(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に

説明し周知徹底を図ること。 

(2) 受託者は、(1）の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。 

 

４ 秘密の保持 

受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様

とする。 

 

５ 目的外使用の禁止 

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、こ

の契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 

 

６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品

等及びこれらに含まれる情報（以下「委託者からの貸与品等」という。）を、委託者の承諾なくし

て複写及び複製をしてはならない。 

 

７ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、委託者が要請又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等（複写及び複製したも

のを含む。）について、２(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。 

 

８ 情報の保管及び管理 

受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって

以下の事項を遵守しなければならない。 

(1) 全般事項 

ア  契約履行過程 

< 別 紙 ２ >
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(ｱ) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

ａ  委託業務を処理する施設等の入退室管理 

ｂ  委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 

ｃ  仕様書等で指定する物件（以下「契約目的物」という。）、契約目的物の仕掛品及び契

約履行過程で発生した成果物（出力帳票及び電磁的記録物等。「８ 情報の保管及び管理」

において、以下同じ。）の作成、使用及び保管管理 

ｄ  その他、仕様書等で指定したもの 

(ｲ) 委託者から(ｱ)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求め

られた場合は直ちに提出すること。 

イ  契約履行完了時 

(ｱ) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。 

(ｲ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及び電磁的記

録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、契約履行完了後に記録

媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。 

(ｳ) (ｲ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日

等を明示した書面で委託者に報告すること。 

(ｴ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は

再委託先における状況も同様に報告すること。 

ウ  契約解除時 

イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。 

エ  事故発生時 

契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者から

の貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状

況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の要請に従うこと。 

(2) アクセスを許可する情報に係る事項 

受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託

者から承認を得ること。 

(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項 

委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報で

ある（以下「個人情報」という。）。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及

び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である（以下「機密情報」と

いう。）。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から

受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による

事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。 

個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。 

ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能

な保管室に格納する等適正に管理すること。 

イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設

け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告

すること。 

エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じるこ

と。 

オ 業務で利用するパソコンやモバイル端末等については、ＯＳやセキュリティパッチを最新の

ものに適用して、運用するとともに、常時、ウイルスチェックを含む、マルウェア対策を実施
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すること。 

併せて、ＵＲＬフィルタリングにより、不正サイトへのアクセス防止や業務外での私的利用

を行わせない設定にすること。 

カ また、職場以外に端末を持ち出し、業務を行う場合は、管理者の許可を得た上で、第三者に

よるのぞき見防止、パスワードによる端末ロック、遠隔によるデータ消去など、情報漏洩に関

する十分な対策を講じること。 

キ (1)イ(ｲ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情

報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得

るとともに、委託者の立会い又は監督のもとで消去を行うこと。委託者が管理する個人番号利

用事務系の記録媒体においては、物理的な破壊又は磁気的な破壊等の方法により行うとともに、

委託者が抹消措置の完了まで立会い等のもとで消去を実施、又は破壊の証拠写真若しくはカメ

ラ映像の記録等確実に復元が不可能であることを証明する資料を添付資料として提出するこ

と。 

ク (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、

滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を

詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の要請に従うこと。 

ケ クの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委

託者に可能な限り情報を提供すること。 

コ (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必

要な事項の公表を行うことができる。 

サ 委託業務の従事者に対し、個人情報や機密情報の取扱い、マルウェア、ソーシャルエンジニ

アリングなど最新のサイバー犯罪の手口を踏まえたサイバーセキュリティ対策に関する教育

及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出す

ること。 

シ その他、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に従って、本委託業務に係る

個人情報を適切に扱うこと。 

 

９ 委託者の施設内での作業 

(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託

者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することが

できる。 

(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。 

イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の要請があった場合はこれを提示すること。 

ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。 

エ その他、(2)の使用に関し委託者が要請すること。 

 

10 再委託の取扱い 

(1)受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない 。 

(2)受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面

又は電磁的記録により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 

(3) (2)の書面又は電磁的記録には、以下の事項を記載するものとする。 

ア 再委託の理由 

イ 再委託先の選定理由 
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ウ 再委託先に対する業務の管理方法 

エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

オ 再委託する業務の内容 

カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明記するこ

と。） 

キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制につ

いては特に明記すること。） 

ク 再委託先がこの特記仕様書の１及び３から９までに定める事項を遵守する旨の誓約 

ケ その他、委託者が指定する事項 

(4) 再委託先は、以下の者であってはならない。 

ア 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18 年４月１日付17 財経総第1543

号)に基づく指名停止期間中の者 

イ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62 年１月14 日付61 財経庶第922 号)第５条第

１項の規定による排除措置期間中の者」 

(5) 受託者は、再委託の申し出を行う際には、委託者に対して２(1)の作業体制に再委託を含めて

提出すること。 

(6) この特記仕様書の１及び３から９までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先に

おいても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負

う。 

 

11 実地調査及び要請等 

(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状

況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る要請を行うことができる。 

(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に  

係る要請があった場合には、それらの要求又は要請に従わなければならない。 

(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。 

 

12 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の３から９までに定める情報の保管及び管理等

に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。 

(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を

被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠

償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

13 契約不適合責任 

(1) 契約目的物に、この契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相

当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請

求することができる。 

(2) (1)の規定によるこの契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて

若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から１年以内

に、これを行わなければならない。 

 

14 著作権等の取扱い 

この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

(1) 受託者は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定す
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る権利を含む。）の全部を、この契約の対価の支払いをもって委託者に移転する。納入物納品後

から委託者に著作権を移転するまでの期間、委託者に対し納入物の利用を認めることとする。た

だし、納入物に利用又は内包されている著作物にかかる著作権のうち、受託者又は第三者（委託

者と受託者以外の者を言い、著作物の提供者をはじめ、受託者の従業員、本特記仕様書10の規定

による再委託先及びその従業員を含む。「14 著作権等の取扱い」において、以下同じ。）がこ

の契約の締結以前から有していたものは、これを留保する。 

(2) 受託者は、（1）ただし書きで自己に著作権を留保した著作物について、委託者がその運用の

ために最低限必要な範囲で、著作権法第21条から第26条までの規定に抵触しない範囲で稼働する

こと（以下「使用」という。）及び同法第27条、第28条に規定する翻案及びその利用（以下「改

変」という。）を行うことを認めるものとする。 

(3) 受託者は、（1）ただし書きで第三者に著作権を留保した著作物について、委託者がその運用

のために最低限必要な範囲での使用、改変を行うことを認めるよう、第三者との権利調整を行う

こと。 

(4) 受託者は、委託者に移転せずに留保した著作権がある場合、権利の保有者、権利内容及び権利

範囲の内訳を明らかにし、委託者に書面で提出すること。 

(5) 受託者は、納入物のうち委託者に著作権を譲渡する著作物及び委託者に著作物の改変を認め

る範囲において、著作権法第19条に規定する氏名表示権及び同法第20条に規定する同一性保持権

（以下「氏名表示権及び同一性保持権」という。）を行使しないものとする。 

(6) 受託者は、納入物のうち、委託者に著作権を譲渡する著作物及び委託者に著作物の改変を認

める範囲において、第三者が氏名表示権及び同一性保持権を行使しないよう、権利調整を行うこ

と。 

(7) 前（2）から（6）までにかかる対価は、この契約の契約金額に含むものとする。 

(8) この契約の履行に当たり、特許権等の産業財産権の取得を検討すべき発明、考案等が行われ

た場合は、別途取扱いを協議する。 

(9) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権等の侵害の申立てを受けた場

合、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。 

 

15 運搬責任 

この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託

者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。 
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東京都公式ホームページ（以下「公式ホームページ」という。）は、都の施策などの

都政情報の提供や都民との有力な情報共有手段として、重要なツールとなっている。

今後更に、東京２０２０大会に向け、またそれ以降において、国内外に向けて東京の

魅力を発信する媒体としても、公式ホームページの重要性はますます高まってくる。 

これまで、総務局及び生活文化局において、公式ホームページのあり方等について

検討を進め、平成 26 年４月、公式ホームページの作成に関し最低限遵守すべきルール

として「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」（以下「統一基準」という。）

を策定した。統一基準は、高齢者や障害者を含めた誰もが必要な情報にアクセスでき

るウェブアクセシビリティの JIS 規格である JIS X 8341-3 に対応している。 

このたび、JIS X 8341-3 が改訂されたこと、及び公的機関のウェブアクセシビリテ

ィ対応を支援するために総務省が「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を策定し

たことを踏まえて、統一基準を改正する。 

平成 28 年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解

消法）」が施行され、ウェブアクセシビリティについてもこれまで以上に一層の推進

が求められている。これまでも統一基準準拠及びウェブアクセシビリティの向上に

取り組んでいるところであるが、さらにウェブアクセシビリティの確保・維持・向

上に努めて、誰もが必要な情報にアクセスでき、かつ誰もが使いやすい公式ホーム

ページを目指していく。
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第１ 策定について 

１ 対象範囲 

原則として、東京都が以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスす

べてとする。 

(1) 東京都公式ホームページ 

(2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブア

プリケーション及びウェブシステム 

(3) 東京都公式ホームページのスマートフォン向けサイト 

(4) 東京都公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話（フィーチャーフォン）

向けサイト 

(5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ 

(6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ 

なお、(4)、(5)及び(6)については特性が異なるものもあるため、可能な限り対応する

こととする。 

２ JIS規格の適用 

JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフ

トウェア及びサービス－第 3 部：ウェブコンテンツ」は、ホームページ作成に際して

対応すべき項目を 61 項目に定め、これらの 61 項目は様々なユーザー層及び状況から

くるニーズを満たすため、それぞれ「A」、「AA」、「AAA」と 3 段階の適合レベルに分

類している。総務省が作成した「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016 年版）」

では、公的機関に対し JIS X 8341-3:2016 における適合レベル AA に対応することが求

められている。これを踏まえて、本統一基準では適合レベル AA に対応している。 

また、アクセシビリティの確保に当たり、より詳細に規格の内容を検討する場合は、

各自で JIS 規格、またはウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している解説書1と

達成方法集2を参照すること。 

同様に、「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016 年版）」では 1 年に 1 回、運

用ガイドラインに基づいたウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための取組に

                                                   

1 http://waic.jp/docs/wcag2/understanding.html 
2 http://waic.jp/docs/wcag2/techs.html 
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ついて、取組内容を確認し、確認結果をホームページ等で公開することが勧奨されて

いるため、JIS 規格の適用とあわせて取組内容確認及び確認結果公開の実施を推奨する。 

３ 優先度の設定 

この統一基準の各項目には、JIS X 8341-3:2016 を参考に、次のとおり優先度を設定

している。 

［優先度 A］：ホームページの作成の際、必ず実施又は満たすべき項目 

 （優先度 A は JIS X 8341-3:2016 の適合レベル「A」及び「AA」を含む） 

［優先度 B］：ホームページの作成の際、できる限り実施又は満たすべき項目 

４ 目標とする適合レベル 

対象となるホームページは、優先度 A（JIS X8341-3:2016 の適合レベル「A」及び

「AA」を含む）に準拠することを目標とする。 
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第２ ページデザイン 

１ ユーザーの環境に左右されないデザイン 

(1) ホームページでは、ユーザーエージェント（閲覧ソフト（以下「ブラウザ」とい

う。）や支援技術など）がソースコードの構文を正確に解析できるように、仕様で認

められている場合を除いて、HTML のソースコードが次の 4 点を満たすこと。 

ア 開始タグ及び終了タグを仕様に準じて用いる。 

イ 要素は仕様に準じて入れ子とする。 

ウ 要素には重複した属性がないものとする。 

エ どの ID も一意的（ユニーク）であるものとする。 

また、当該コントロールの識別名（ID など）、役割や状態（ステータス）などを、

各種の支援技術プログラム（音声読み上げソフトなど）が解釈できるよう記述する。

［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(2) コンテンツの情報と関係性を適切に記述（マークアップ）する。音声読み上げソ

フトなどのプログラムが解釈可能にすることができないコンテンツを提供する場合

は、合わせてそれらの解釈をテキストで提供する。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(3) ホームページの閲覧者（以下「ユーザー」という。）が使用している様々なサイズ

のディスプレイで問題なく表示できるようレイアウトする。［優先度 B］ 

(4) ユーザーが特定のアプリケーションを用意しないと見ることができない形式

（Microsoft Word、Microsoft Excel など）のみにより、情報を提供することは行わ

ない。［優先度 B］ 

(5) コンテンツの意味及び操作の順番と、音声読み上げソフトの読み上げの順番及び

フォーカスの順番を一致させる。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(6) ユーザーが使用する様々なデバイス（スマートフォンや携帯電話（フィーチャー

フォン）など）におけるコンテンツの表示については、画面幅や解像度などを考慮し、

最適化されたホームページを提供する。［優先度 A］ 

(7) Microsoft Word、Microsoft Excel の HTML 変換機能を利用したウェブページ作

成は行わない。［優先度 B］ 

２ スタイルシート 

(1) カスケーディング・スタイル・シート（CSS）を使用する場合は、別ファイルにリ

ンクさせる形式を使う。［優先度 B］ 
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(2) 使用しているウェブコンテンツ技術によって、意図している視覚的な表現が可能

である場合は、次に掲げる場合を除き、画像化された文字ではなくテキストを用いて

情報を伝える。［優先度 A］[JIS 適合レベル AA] 

ア カスタマイズ可能 

画像化された文字がユーザーの要求に応じて視覚的にカスタマイズできる。 

イ 必要不可欠 

文字の特定の表現（ロゴなど）が、伝えようとする情報にとって必要不可欠で

ある。 

３ フレーム 

(1) フレームは原則使わない。［優先度 A］ 

ただし、フレームを利用する必要がある場合には、以下（2）～（5）の項目に従

うこと。 

(2) フレーム内に表示される各ページには、音声読み上げソフトを利用しているユー

ザーが、その内容や役割が何であるのかを判断しやすいページタイトルを付ける。［優

先度 A］ 

(3) フレームの境界線は「0」に指定し、ページ内に「戻る」ボタンの機能を付ける。

［優先度 B］ 

(4) フレーム内に、外部のホームページを表示させない。［優先度 B］ 

(5) 外部サイトを埋め込むタイプのインラインフレーム（Twitter、Facebook、YouTube、

Google マップなど）を使用する場合は、表示内容が、サイト運営者の完全な管理下

に置けないときは、以下の項目を遵守すること。［優先度 A］ 

ア インラインフレームで表示させる情報のうち広く周知が必要な情報については、

公式ホームページ内に同様の内容を掲載する。 

イ フレーム内の表示内容が、公式ホームページ外へのリンクであり他の運営者の

管理下にあることが分かるようにする。 
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第３ サイトデザイン 

１ サイト構造 

(1) 各ホームページの全体構成（以下「サイト構造」という。）は、ユーザーに分かり

やすい形で情報を整理・分類化してデザインする。組織別の分類は、ユーザーにとっ

て必ずしも分かりやすいものではないことに留意する。［優先度 B］ 

(2) サイト構造は、ユーザーが目的とする情報にたどり着きやすいよう、階層の幅を

５～９、階層の深さを３～５以内に収めるよう工夫する。［優先度 B］ 

２ ナビゲーション機能 

(1) すべてのページで、トップページ及び１つ上の階層や前ページに移動できるよう

にする。この場合、トップページへのリンクには、「ホームページ」ではなく「トッ

プページ」の言葉を用いる。［優先度 B］ 

(2) ホームページの中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーショ

ンのメカニズムは、繰り返されるたびに相対的に同じ順序で提供する。［優先度 A］

[JIS 適合レベル AA] 

(3) トップページには、ホームページ内のメニュー、コンテンツ一覧を分かりやすく

表示する。例として、リピーターの多いホームページでは新着情報などのコンテンツ、

ターゲットとするユーザーが明確な場合にはユーザー別のコンテンツ一覧を配置す

る。［優先度 B］ 

(4) ユーザーが東京都公式ホームページであると認識できるように、各ホームページ

は共通して次の内容を設定する。［優先度 A］ 

ア ヘッダー部分に掲載する内容 

(ｱ) 「東京都シンボルマーク」「所管局などのロゴタイプ」をページの左上に掲

載し、所管局などのトップページへのリンクを設ける。 

なお、本項目においては都立学校や警察、消防の章など、都の内部組織の章

として広く認知されているマークについても、「東京都シンボルマーク」同等と

して扱うことができるものとする。 

(ｲ) 「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」「都庁総合トッ

プページへのリンク」をページの右上に掲載する。ただし、スマートフォン向

けコンテンツにおける配置についてはこの限りではない。 

また、「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」について

は、可能な限り対応するものとする。 
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イ フッター部分に掲載する内容 

「サイトポリシーへのリンク」「問合せ先」「著作権表記」をページの下部中央

に掲載する。 

(5) 入力フォームでは、トップページと前のページに戻るためのリンクを提供する。

［優先度 B］ 

(6) 階層構造をもつホームページの場合には、パンくず式ナビゲーションを提供する。

［優先度 B］ 

(7) ホームページの中から各ページに到達することのできる手段は、複数提供する。

ただし、そのページが、検索結果ページや、フォーム入力後の確認ページなどプロセ

スの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合はこの限りではない。［優先

度 A］[JIS 適合レベル AA] 

(8) コンポーネント（リンクやフォーム・コントロールなど）にフォーカスしただけ

でコンテキストの変化を引き起こしてはならない。 

また、フォームのコントロールなどを選択しただけでコンテキストの変化を引き起

こしてはならない。事前に何が起こるのかを説明しておくか、実行ボタンを提供し、

ボタンが押下されるまでは変化が起こらないようにする。［優先度 A］[JIS 適合レベ

ル A] 

３ 検索 

(1) サイト内検索機能又はサイトマップはすべてのページからアクセスできるように

する。［優先度 A］ 

(2) 検索範囲が指定できる場合、はっきりと明示する。［優先度 B］ 

(3) 検索結果の精度を高めるため、メタデータ（HTML の<meta>タグ）で当該ペー

ジ又はホームページ全体に関する情報を提供する。メタデータには、当該ページ又は

ホームページ全体についての説明文、キーワードなどを記述する。［優先度 B］ 

(4) 検索結果は最も確率の高いページから順に表示する。［優先度 B］ 

(5) 検索結果ページには、検索キーワードを目立つように表示する。［優先度 B］ 

(6) 検索結果の数は必ず表示する。［優先度 B］ 

(7) ユーザーが、検索結果全体のどの部分を参照しているのかを表示する。［優先度 B］ 
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４ 問い合わせ先 

フッターには、ホームページ全体または当該ページの掲載内容に関する問い合わせ

先の組織名、所在地、電話、メールアドレスを掲載又は掲載ページへリンクする。［優

先度 A］ 

５ サイトポリシーの掲載と運用 

(1) ホームページ管理者はサイト運営に当たってユーザーに明示すべきサイトポリシ

ーを作成し、公開する。作成に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これ

に従う。作成したサイトポリシーはユーザーがいつでも確認できるようフッターにそ

れらのページへのテキストリンクを設定する。該当する場合には、サイトポリシーに

次のものを含める。［優先度 A］ 

ア アクセシビリティ方針 

対象範囲、目標を達成する期限、目標とする適合レベル、例外事項、目標とし

た適合レベル以上に追加した達成基準を記載し、サイトポリシー上に公開する。 

公開した達成期限までに、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が定める「JIS X 

8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、達成基準をすべて

満たし、試験結果を公開すること。すべてを満たせなかった場合にはその理由と

準拠に向けたスケジュールを追記する。 

なお、JIS X 8341-3：2010 への対応を実施し試験結果を公開している場合は、

当分の間、本項目を充足しているものとみなす。 

イ 多言語対応方針 

専用ページを設置して多言語対応している場合には、目的、対応言語、対象ペ

ージを明記する。 

多言語対応がプログラムを利用した翻訳の場合には、機械的に行われるため内

容が 100％正確であるとは限らないことを明記する。 

ウ 個人情報保護方針 

個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報保護方針をホームページに掲載

する。また、施策に対する意見募集を行う場合など、入力フォームを使用して個

人情報を収集（個人に関する情報の入力が任意である場合を含む。）する際には、

第三者による不正アクセスから個人情報を保護するため、SSL 又はこれに準じる

方法を使用し、安全性の確保に努める。 

エ 著作権、リンク 

著作権として、（ｃ）、公開年、著作権者名、クリエイティブ・コモンズ・ライ

センスをフッターに掲載するなど、ホームページ上の文書や画像等の各ファイル、

http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/
http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/
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及びその内容に関する諸権利の帰属、無断使用・転載、二次利用について、掲載

資料の使用に際して発生する損害等についての責任を明記する。 

オ 技術について 

推奨ブラウザ、プラグイン、JavaScript、CSS、RSS、PDF などに関する、入

手方法、インストール方法、利用方法、取り扱い上の注意及び情報システムのセ

キュリティなどを明記する。 

カ 法的事項 

遵守すべき法的事項として、免責事項、禁止事項、法的義務、管轄裁判所など

について明記する。 

(2) ホームページ管理者は運営するサイトが上記サイトポリシーに掲載された内容や、

達成基準を満たしていることを定期的に確認し、必要な場合には見直しを行う。確認

に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。［優先度 A］ 
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第４ コンテンツデザイン 

１ 記述 

(1) コンテンツには、主題又は目的を説明する見出し及びラベルを必ず付ける。［優先

度 A］[JIS 適合レベル AA] 

(2) コンテンツは見出し、段落、リストなどの要素を用いて文書の構造を規定する。［優

先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(3) ホームページの文章は、その内容に合わせた最も明瞭で簡潔なものにする。［優先

度 B］ 

(4) 箇条書きは積極的に使い、本文から上下に１行程度の余白をとって配置する。［優

先度 B］ 

(5) 重要な情報はページ上部に配置する。［優先度 B］ 

(6) 報告書など長い文章については、ユーザーが印刷して読めるよう、別途、印刷用

のページや PDF 形式のファイルを用意する。［優先度 B］ 

(7) 各ページには、更新日や情報の公開日を記載するようにする。［優先度 B］ 

(8) ホームページ内でフォーカスを受け取ることのできるコンポーネントは、ユーザ

ーがキーボード操作でフォーカスを移動させている際には、コンテンツの意味や操作

性に沿った順序でキーボードフォーカスを移動させる。［優先度 A］[JIS 適合レベル

A] 

(9) ホームページの中で同じ機能性をもつコンポーネントは、同ホームページ内で一

貫して識別できるような表現にする。［優先度 A］[JIS 適合レベル AA] 

(10) 日本語のページでは、ユーザーにとって理解しにくいと考えられる外国語は、多

用しない。使用するときは、最初に用いるときに解説する。［優先度 B］ 

(11) 省略語、専門用語、流行語、俗語などのユーザーにとって理解しにくいと考えら

れる用語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに定義する。［優先度 B］ 

(12) ユーザーにとって、読みの難しい言葉（固有名詞など）は、多用しない。使用す

るときは、最初に用いるときに読み（ふりがな）を明示する。［優先度 B］ 

(13) コンテンツを理解し操作するための説明として、形、大きさ、視覚的な位置、方

向や音を用いる際には、形や大きさ、音を知覚できない、あるいは空間的な位置や方

向に関する情報を利用できないユーザーにも理解できるようにテキストで説明を提

供する。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 
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２ ページタイトルとファイル名 

(1) ページタイトル（例：HTML の場合、<title>の内容）は、ブラウザの左最上

部や検索結果などに表示される重要な部分であるため、すべてのページに付ける。

［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(2) ホームページには、その各ページのコンテンツの内容が分かるように、主題又

は目的を説明したページタイトルを付ける。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(3) ファイルの名前は、半角英数文字（英文字については小文字のみとする。）でペ

ージ内容を的確に表す名前を付ける。［優先度 B］ 

(4) ファイル名にはスペースを使わない。［優先度 A］ 

３ 使用する言語の指定 

(1) ファイルの文字コードは Shift_JIS 又は、UTF-8 とし、UTF-8 を使用しない場

合は、文字化けに留意して文字コードを設定する。［優先度 A］ 

(2) html 要素の lang 属性に、ホームページの主たる自然言語として日本語（ja）

を指定する。開発言語がXHTMLの場合は、xml:lang属性についても指定を行う。

また、更新時に表示言語を変更した場合は、変更した言語を指定する。［優先度 A］

[JIS 適合レベル A] 

(3) 部分的にそのホームページにおける主たる自然言語 （ja）以外が用いられてい

る場合、該当箇所の要素に lang 属性を用いてその自然言語がどの言語であるかを

指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。

［優先度 A］[JIS 適合レベル AA] 

４ フォントや文字の使い方 

(1) フォントの種類やサイズは、ブラウザの初期設定に従う。［優先度 B］ 

(2) コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200%まで

サイズ変更できるようにする。ただし、写真や挿絵に添えた説明文及び画像化さ

れた文字は除く。［優先度 A］[JIS 適合レベル AA] 

(3) ユーザーが戸惑わないよう、下線や青と赤紫の色はリンク以外で使用しない。

［優先度 B］ 

(4) 動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する画像、音声、

フォント若しくは文字により情報を表示する場合は、ユーザーが「一時停止」、「停

止」又は「非表示」にすることができるようにする。「自動更新」が開始される場
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合には、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」を選択できるようにす

るか、あるいはユーザーが更新頻度を調整できるようにする。ただし、その動き、

点滅又はスクロールが必要不可欠な動作の一部である場合を除く。［優先度 A］

[JIS 適合レベル A] 

(5) レイアウト目的で一単語内にスペースや改行コードを挿入しない。［優先度 A］

[JIS 適合レベル A] 

(6) 単位や年月日などの情報は、文字で記述することとし、図形文字や記号を用い

ない。［優先度 B］ 

(7) 特定のシステム環境でのみ表示される機種依存文字は使用しない。［優先度 A］ 

５ 色の使い方 

(1) テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現は、少なくとも 4.5:1 のコント

ラスト比とする。大きな文字（太字でないテキストが少なくとも 18 ポイント（日

本語は 22 ポイント）、太字のテキストが少なくとも 14 ポイント（日本語は 18 ポ

イント）の場合は、テキスト（及び画像化された文字）とその背景の間に、少な

くとも 3:1 のコントラスト比を持たせる。ただし、次の場合は除く。［優先度 A］

[JIS 適合レベル AA] 

ア テキスト及び画像化された文字が付随的で、装飾だけを目的にしている、誰

も視覚的に確認できない、又は重要な他の視覚的なコンテンツを含む写真の一部

分である。 

イ ロゴタイプ（ロゴ又はブランド名の一部である文字）である。 

なお、画像化された文字について、編集可能な元データがない場合、著作権

の関係で編集ができない場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での

対応を実施する。 

(2) 情報を伝える、何が起こるか若しくは何が起きたかを示す、ユーザーの反応を

促す、又は視覚的な要素を区別するなど、視覚的な手段として色だけを使用しな

い。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

６ 画像や動画、音声等非テキストコンテンツの取扱い 

(1) 画像など非テキストコンテンツを使う場合は非テキストコンテンツの内容を表

すなど同等の目的を果たす代替テキストなどを提供する。ただし、装飾目的や見

た目の整形だけの場合や、ユーザーに提供されないもの、閲覧上無視できるもの

は対象外とする。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 
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(2) 高画質の画像や写真が必要な場合は、大きな画像へのリンクとしてサムネイル

（サイズの小さい画像）を貼る。この場合、サムネイル画像の近くに、大きな画

像のファイル容量とその画像の内容を的確に表現したテキストリンクを付ける。

［優先度 A］ 

(3) ファイルサイズの大きな画像に関しては、例えば画質を落とすなどの手法でサ

イズを小さくできるか検討する。［優先度 B］ 

(4) 音声のみで提供されているコンテンツは、その内容と同等のテキスト情報を同

ページ内で提供する。ただし、その音声がテキストの代替メディアであって、代

替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。［優先度 A］

[JIS 適合レベル A] 

(5) 動画（映像と音声を含むもの）で提供されているコンテンツは、動画内に音声

解説（副音声などの音声による補足）をつけ、その内容と同等のテキスト情報を

同ページ内で提供する。ただし、その映像又は音声がテキストの代替メディアで

あって、代替メディアであることが明確にラベル付けされている場合は除く。［優

先度 A］[JIS 適合レベル A/AA] 

なお、編集可能な元データがない場合や、著作権の関係で編集ができない場合、

動画がライブであり技術的に対応が難しい場合など、達成が著しく困難な場合に

は可能な範囲での対応を実施する。 

(6) アニメーション GIF は、ユーザーがホームページの文章を読む際に集中力の妨

げとなるため、原則使用しない。［優先度 B］ 

(7) 音は自動再生させず、ユーザーの要求に応じてのみ再生する。また、その音声

を一時停止又は停止することができるようにする。［優先度 A］[JIS 適合レベル

A] 

(8) 閃光するコンテンツは原則使用しない。使用する場合は、次のいずれかの基準

を満たすこと。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

ア どの 1 秒間においても閃光が 3 回以下である。 

イ 一般せん（閃）光いき（閾）値及び赤色せん（閃）光いき（閾）値を下回っ

ている。 

７ 表やフォーム 

(1) 表、フォームは見た目の位置や視覚的な装飾だけではなく、適切な要素や属性

を用いて記述（マークアップ）することにより、意図した「構造」や論理的な「関
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係性」について音声読み上げソフトなどが理解できるようにする。［優先度 A］[JIS

適合レベル A] 

(2) ユーザーの入力を要求する場合（入力フォームなど）は、何を入力すればよい

か、またエラーがあった際のエラー内容や修正方法などユーザーにわかりやすい

説明を提供する。［優先度 A］[JIS 適合レベル A/AA] 

(3) フォームの情報にはフォーム要素を用いる。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(4) 次に挙げる操作を行う場合は、内容の取り消し、確認及び修正のうち、少なく

とも一つができるようにする。［優先度 A］[JIS 適合レベル AA] 

ア 契約などの法的義務の発生を伴う操作 

イ 金銭取引 

ウ ユーザーがオーナーである情報についての操作 

エ ユーザーからの情報送信 

８ リンク設定 

(1) リンクの目的は、リンクのテキスト、又はリンクのテキストとプログラムで解

釈可能なリンクの文脈とを合わせることにより、解釈できるようにする。ただし、

文脈や文全体の内容を確認することによってそのリンク先が明確になる場合は除

く。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(2) リンク色はブラウザの初期設定（下線と青色や赤紫色）を使用し、リンク部分

の位置を本文から離して表示する。［優先度 B］ 

(3) 各コンテンツページにおける１ページあたりのリンク数は、当該ページの内容

に関連した情報に絞り込むなどにより、多くなりすぎないようにする。［優先度 B］ 

(4) ユーザーが誤って別のリンク先をクリックしてしまうことのないように、リン

クとリンクの間は近づきすぎないよう配慮する。［優先度 B］ 

(5) リンクテキストやリンク画像は、ユーザーがクリックしやすいよう、文字や画

像の大きさに配慮する。［優先度 B］ 

(6) 各ページのメインコンテンツ部分の前に、「複数のページ上で繰り返されている

コンテンツのブロック」（ヘッダーやサイドメニューなど)がある場合には、各ペー

ジの先頭からメインコンテンツの開始位置まで「スキップできるメカニズム」を

提供する。この際、このメカニズムはキーボードでも利用できるように提供する。

［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 
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(7) 外部リンクを設定する場合は、注釈を設けるなどにより、ユーザーに外部リン

クであることが分かるようにする。［優先度 B］ 

(8) イメージマップ（一つの画像に複数のリンクを設定する方法）は、クライアン

トサイドを使用し、リンク先の内容が分かる適切な代替テキストを必ず付ける。

［優先度 A］ 

９ 関連技術の使用 

(1) PDF 形式で情報を提供する場合にも、本統一基準のうち、「JIS 適合レベル」

と記載のある内容を遵守する。ただし、編集できる元データがない場合など、す

べての対応が著しく困難な場合は可能な範囲での対応を実施する。［優先度 A］ 

(2) PDF 形式で情報を提供する場合、Adobe Reader などの一般に入手可能な閲覧

ソフトで正しく表示されることを確認する。［優先度 A］ 

(3) 内容が膨大であるなど、ページ内にすべて記述することが困難で、より詳細な

内容を提供することを目的として PDF 形式で提供する場合、原則画像化されたフ

ァイルを使用せず、文字情報の入った状態で提供し、PDF ファイルに含まれる情

報の概要をページの本文中で提供する。［優先度 B］ 

(4) Flash の使用は、最小限に抑える。［優先度 B］ 

(5) Flash や JavaScript の動作によって提供される情報がある場合は、等価な情報

をテキストで提供する。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(6) RSS（Rich Site Summary）配信をする場合は、「どのコンテンツが RSS に対

応しているか」「RSS の登録方法について」などの利用に当たっての前提条件、注

意点を記載する。［優先度 B］ 

(7) データなどを提供する場合、RDF（Resource Description Framework）形式

を活用する。［優先度 B］ 

(8) ダウンロードファイルについては、ファイルの形式名及び容量を表示する。［優

先度 B］ 

(9) 申請書様式は PDF 形式による提供を基本とする。PDF 以外の形式（Microsoft 

Word、Microsoft Excel、一太郎など、ユーザーにおいて有償のアプリケーション

を用意しないと利用できないもの）のみによる提供は行わない。［優先度 B］ 

１０ 操作環境 

(1) すべての機能をキーボードから利用できるようにする。 
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プラグインやアプリケーション及びダイアログボックスは、それらをページに

埋め込んだ場合、その部分にキーボードフォーカスが閉じ込められてしまう危険

性があるため、原則埋め込まない。埋め込む場合は、キーボードフォーカスが閉

じ込められないようにする。また、キー操作以外の方法で抜け出すことが可能で

あれば、その操作方法を分かりやすく明記する。ダイアログボックスは、［OK］

ボタンや［キャンセル］ボタンなどを提供し、フォーカスが元の位置に戻るよう

にする。［優先度 A］[JIS 適合レベル A] 

(2) キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボードフォーカスの

状態が視覚的に認識できる操作モードを提供する。［優先度 A］[JIS 適合レベル

AA] 

(3) 入力フォームなどでは、入力に時間制限を設けない。 

制限時間があるときは、ユーザーによって事前に時間制限を解除、調整又は延

長できるようにする。ただし、制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる

手段が存在しない場合で、制限時間を延長することがコンテンツの動作を無効に

することになる場合、又は、制限時間が 20 時間よりも長い場合は例外とする。［優

先度 A］[JIS 適合レベル A] 
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ts/d/zaimu/20240716_SR_shishin）の内容の理解に努めるとともに、調達指針を遵守しなけれ
ばならない。 

（誓約書の提出） 
第２条 本契約の受注者又は受託者は、本契約の締結に当たり、「誓約書」（https://www.zaimu.me

tro.tokyo.lg.jp/documents/d/zaimu/SR_seiyakusyo）の内容に同意の上、契約書に綴じ込み
提出しなければならない。 

 

 

  

別紙４

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/documen
https://www.zaimu.me


XR・メタバース等産業展実行委員会委員長 殿  

 

誓 約 書  
 

本契約の受注者又は受託者（以下「当社」という。）は、契約締結にあたり、東京都が策定した「東京都社

会的責任調達指針」の遵守に向けて取り組むとともに、下記の事項を遵守します。  

なお、当社が下記の事項に違反した場合、この契約に違反したものとし、契約書に定める催告による解除権を

本契約の発注者である XR・メタバース等産業展実行委員会（以下、実行委員会）が行使し契約を解除する

ことや今後実行委員会が行う競争入札等について一定期間参加できなくなることについて、一切の異議申立てを

行いません。  

以上のことについて誓約のうえ、当社は本契約を締結します。  

  

記  

  

１ 実行委員会が受け付けた「東京都社会的責任調達指針」に係る通報への対応に協力すること  

２ 受け付けた通報等の内容を踏まえ、実行委員会が、当社の調達指針の遵守状況に関し、確認・モニタリン

グを実施する場合又は更なる調査が必要として実行委員会の指定する第三者による監査の受け入れを求

める場合は、これに協力すること  

３ 受け付けた通報等の内容を踏まえ、実行委員会が、調達指針に定める当社のサプライチェーンを担う事業

者における調達指針の遵守状況に関し、確認・モニタリングする場合又は更なる調査が必要として実行委員

会の指定する第三者による監査の受け入れを求める場合は、これに協力して対応すること  

４ 当社に調達指針の不遵守があることが判明し、実行委員会から改善措置を要求され、一定期間内に改善

計画書を提出することを求められた場合は、当該期間内に改善計画書を提出した上で、実行委員会から

承認された計画書に従って、改善に取り組み、その結果を実行委員会に報告すること  

５ 調達指針に定める当社のサプライチェーンを担う事業者における調達指針の不遵守が判明した場合、当社

は、実行委員会の求めに応じ、同事業者に対する改善措置の要求に協力して働きかけるとともに、不遵守

の是正に努めること  

６ 通報受付窓口が調達指針の不遵守に関する通報を受け付けた場合に、通報者に対するいかなる報復行

為も行わないこと  

  

  


